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平成19年第５回太子町議会定例会（第410回町議会）会議録（第４日） 

平成19年12月11日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程          

１ 議案第46号 平成19年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第２号） 

２ 議案第47号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

３ 議案第48号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 議案第49号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第50号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 議案第51号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第２号） 

７ 議案第52号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第２号） 

８ 議案第53号 太子町公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

９ 議案第54号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

10 議案第55号 職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

11 議案第56号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

12 議案第57号 太子町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

13 議案第58号 太子町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて 

14 議案第59号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 
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        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（北川嘉明） 平成19年第５回太子町

議会定例会におそろいでご出席いただき、あ

りがとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達してますので、ただいまから平成19年第５

回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第４６号 平成１９年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第１、議案第46号

平成19年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ７番井村淳子議員。 

○井村淳子議員 おはようございます。ちょ

っとお聞きいたします。 

 ３ページの債務負担行為の中の学校給食共

同調理センター調理業務等委託事業が債務負

担行為で出ておりますが、これについての設

定理由と、あとこの契約予定金額、２年間の

ものであるということで説明されておりま

す。１年間単純に計算すると7,478万6,000円

となっておりますが、この積算根拠を説明し

ていただきたいと思います。 

 それと、11ページの社会福祉費の障害者福

祉費の備品購入費のとこで、障害者相談支援

用会議テーブルとか障害児を育てる地域支援

体制整備用備品購入費とありますが、新事業

だということで説明されましたが、これの詳

しい説明を再度求めます。 

 それと、ちょっと戻りますが、８ページの

戸籍住民基本台帳のところの需用費で消耗品

費追加24万2,000円ですが、これはカードの

増を見込むということでちょっと説明受けた

と思うんですけれども、今の現在の住基カー

ドの枚数と、この増を見込むっていうその根

拠というんですか、それをお答え願います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 私の方から、まず

１点目の債務負担行為の学校給食センターの

関係の調理業務の関係でございます。 

 まず、期間としましては19年度から21年度

と、こういうふうに期間設定しておるわけで

ございます。実際には、業務委託いたします

のは20年度と21年度、ですから20年４月１日

から22年３月31日までの２年間という委託期

間でございまして、その限度額について、次

でございますが、これにつきましては、去る

11月19日に５社によるプロポーザルによる審
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査を行いました。その中でプロポーザルの審

査の内容としまして、業務の実績、学校給食

への考え方とか、いろいろとそれについて審

査を行ったわけです。その中にも見積額も審

査の内容に入っております。その見積額が１

億4,957万2,000円ということでございまし

た。その中身につきましては、20年度で

7,482万6,000円、21年度で7,474万6,000円と

いう見積もりが出てきておりますので、これ

の額を限度額と、この２年間の限度額という

ことでございます。内容的にはそうでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 11ページの備

品購入の補足説明でございますが、まず障害

者相談支援事業という上の段でございます

が、これは障害者の仲間づくり、また地域交

流、自己啓発などの社会参加を目的といたし

まして、障害者、当事者が障害者の活動をサ

ポートする形態によりまして、講座や教室等

を実施するために必要な設備の整備を行う事

業でございます。別名をピアサポート強化事

業という別名で言っておる事業でございま

す。内容につきましては、相談支援用に会議

用テーブル、いすのセット、また講演、研修

用のいす、それらを収納する台車を購入する

という内容となっております。 

 次に、障害児を育てる地域の支援体制整備

事業でございますけれども、これらは障害児

を育てる保護者の育児不安の軽減と、相談支

援を図るために実施する次の事業を言ってお

りまして、どういった事業かと申しますと、

障害児の育児経験のある保護者等との交流の

場の設備、遊具の設置を行う事業でございま

す。 

 それから、相談支援の場における障害の早

期発見のための療育機具の整備を行う事業と

いうことでございます。具体には、障害児の

発達検査用の機具３点を購入をいたすところ

でございます。 

 それから、８ページのお尋ねでございまし

たんですが、24万2,000円の住基カードの追

加購入でございますが、今回補正で上げさせ

ていただいたといいますのが、19年度の税制

改革によりまして、電子証明書等の特別控除

制度、税の方で創設をされました関係上、公

的個人認証サービスの電子証明書が付加され

た住民基本台帳、住基カードの取得する者の

増加、急増が見込まれるといったことで、総

務省からも発行体制、要はカードの在庫数の

確保でございますが、それらの確保を求めて

きておるところでございまして、今回約

200枚程度追加をしての予算をお願いをする

というものでございます。 

 これまでの住基カードの発行数のお尋ねも

あったかと思うんですが、詳しい今の、現在

の数字ちょっと手許にございませんが、この

18年度末で約200枚程度でございましたの

で、それから50枚ぐらいは増えておるという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 再度お尋ねしますけれど

も、債務負担行為の積算根拠を、今２年度に

わたっての金額は出していただきましたけれ

ども、もう少し詳しい内訳というか、人件費

とか需用費とか細かく計算はされてると思う

んですけれども、それが分かるんであれば、

分かる範囲でお答えいただきたいのと、あと

行革の流れから見ると、コスト削減ていうの

が民間委託に関するベストな方法だと思うん

ですけれども、果たしてこの数字がコスト削

減が図られている数字なのかどうか、その点

についてもお伺いいたしたいと思います。 

 それと、障害者の関係で説明いただきまし

たが、これは場所はどこでされるんでしょう

か。それについてもお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 場所につきま

しては、子育て学習センター、それと保健福

祉会館の２カ所でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 
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○教育次長（塚原二良） 債務負担の年度額

の、これにつきましての根拠ということでご

ざいます。これにつきましては、まず、ただ

いま申し上げましたように、５社によるプロ

ポーザル審査を行った、それの中で最優秀と

いいましょうか、優先の交渉権者いわゆる第

１位の業者、これの見積もりの金額がこの

20年度で、今言いました7,482万6,000円とい

う見積金額でございまして、この中身につい

ては今手許に持っておりませんけども、業者

が見積もりした額、また21年度については

7,474万6,000円ということでございます。 

 それともう一点、コストについてはどうか

というお尋ねでございます。 

 これにつきましては、まずこの見積額、こ

の私どもの方も見積額を提出の要件に求めて

おります。これにつきましては、まず町の方

もこのぐらいの金額が必要だろうという金額

を設定しております、標準金額といいましょ

うか、それよか、それ以下ということでござ

います。金額的に町の方が思った標準額とい

いますか、その基準額は約8,000万円ほど設

定をいたしておりましたので、この金額がよ

いかと、そういう考え方でおります。 

 以上でございます。 

（井村淳子議員「行革になっている

か」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

○教育次長（塚原二良） 済いません。これ

につきましては、ですから金額的にはいわゆ

る直営でやっていく、職員を補充して職員で

やっていく方式、それと比べると民間委託の

方で将来的には安なるということでございま

す。現在はご案内のとおり、パートでおりま

すけども、これを本来職員でやっていくとい

うことになりゃ、人件費の関係で安なるとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今説明はいただきました

が、直営でやっていく方法よりも、学校の調

理の委託についてはいいんだということです

けれども、やっぱり言葉だけでなくって数字

で示していただきたいという思いがあるんで

すね、そうでないと比較検討ができませんの

で。今までにも福祉の委員会とかでも話は出

ておりますけれども、こういう具体的な数字

が出てきたのは今回初めてではないかなと私

は思うんです。福祉の委員ではありませんの

で、そこは十分ではないかもしれませんけれ

ども、やはり積算する中で将来的には町直営

でやっていったらこれぐらいかかる、民間で

やっていけばこれぐらいかかる、だから民営

にするんだっていう、やはり具体的な示しが

ないと、やはり行革行革しながら財政が厳し

い厳しいと言われてる中で、町民の人にどう

やって説明していくのか、そういう説明責任

もありますので、できましたらこの数字を比

べたものを比較検討できる材料を出していた

だきたいんですけれども、それについてはい

かがでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 今人件費の関係の

委託についての、直営か委託かということで

ございます。これにつきましては、また福祉

委員会の方へ提出したいというふうに思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 これ質問回数に入れてほし

いないんやけどな。というのは、こんなもん

資料出さんとって、こなもん出してったらや

な、あかへんがな。これ学校給食の調理、い

ろいろ比べて、こうやという最終的なもんを

出してくるんなら分かるけどやな、こんなも

んいきなり債務負担行為出してきてやな、こ

れ通してくれと言うて、これ議会ばかにすな

ちゅうのや。いや、しとってんなら、しとっ

てんでええけど、これ分からなんだら否決し

といてええんやからな。何も言うことないん

やけども、そら。そやけど、通そうと思うん

ならもうちょっと丁寧な説明すべきやと思う

よ。こんなもんで、あんた、一億円何ぼの
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金、債務負担行為されたらやな、負担行為し

たということやはな、１億5,000万円議会が

認めたということになるんやからな。 

 だから、所管の委員会に報告しますという

て、何ふざけたこと言うとんのや、ここ議会

やで。本会議で資料出さんとって、委員会で

説明しますっちゅような、ふざけたこと言う

な。きょうちょっと私気分悪いんや、余り怒

らさんといてえな。ほんまに血圧上がって倒

れるか分からんぐらい気分悪いんや。だけ

ど、ええかげんにしいやちゅうんや。だか

ら、議会に任すさかい、そこどないなと料理

せえおっしゃるんなら、そらそのままでよろ

しいですけどね。質問入りますわ。 

 資料というか、もっときちっとした説明し

なさいと、でもう、とりあえずこんなもん引

っ込めて、きちっと資料して、今まで言うて

っとうように、民間がどうやとかがあがあと

いうて、とにかく対比したもんを出してこん

かいなあ。パートやったら高いとか安いとか

というてな、そんなあほなことあるもんかい

な。ほんなら、民間委託した人は、民間の人

はパート使わんのか。一体人件費がどうなっ

てどうなった、材料費がどうなって、今現在

直営でやったら１食何ぼにつっきょんやとい

う説明もあらへんやないかいな。材料費代だ

けの説明してやな、かかった経費の説明一遍

でもしたことあるか。高いや安いや言うたっ

て、一遍の説明もしてへんやないか。材料は

１食二百何ぼかかりますというのは説明した

わ。そんなもんは、そら割ったら出てくるん

ねえ。だけど、それ以外に施設、かかった修

繕代からやね、水道やったら償却資産まで言

うとるやないかいな。そんなもん全部上げて

こんかいな。 

 それと次に、９ページの太子町の議会議員

の選挙費用のとこですけれども、私の選挙に

対する町の選管の対応、私は明らかに選挙妨

害や思うとんやけども、私、あれ印刷をやり

直すために走り回ったりしとるわな。結構経

費かかっとんのや。ここが上がってへんや。

どういうこっちゃ。人に損害与えといて弁償

せんつもりか。私は補正予算で上がってくる

んか思いよった。だから、じっと黙って見と

ったんや。上がってきとらへん、どういうこ

っちゃ。車で走り回っとんのやで。あんたら

車１キロ走ったら何ぼの計算しょんのや。日

当をどなんしょんのや。町長やったって、自

分のとこの運転手つきの車で走り回ったら何

ぼに経費つっきょんのや。あんたら走り回っ

たら金が要るけど、私が走り回ったら金要ら

んのか。余り人をばかにしなさんな。何がそ

なあ公務員というたら、そんなに偉いんじ

ゃ。それ説明求めます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） ポスターの件に

つきましては、以前から選挙管理委員会とし

てのおわびを申し上げております。 

 公務員が偉いんかということですが、決し

てそういうような高ぶった気持ちじゃござい

ません。 

 ポスターにつきましても、そういった中で

おわびをさせていただきまして、一応選挙管

理委員長の方からもご説明を申し上げまし

て、納得していただけたものと我々は思って

おりました。 

 その損害賠償云々につきましては、これは

選挙管理委員会の方からそういったものをと

るんではなく、やはりそういう損害賠償とい

う請求が相手からあって初めてそれをどうす

るかという検討に入るわけでございますの

で、町としましても選挙管理委員会の方から

その予算を計上して、こうするといった考え

はございません。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） これにつきまして

は、今単価のお話も出たわけでございますけ

ども、これは現在でしたら18年度の決算でい

きますと１食当たりが387円、これは町全部

入れてのことでございますけども、それとあ

と委託をした場合には１食当たり現在が

387円ですから390円、それから委託します

と、ちょっとこれは戻してないですけども、

少し現在と比べると上がると、金額的には１
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食当たり二、三十円は上がるということでご

ざいます。 

 しかしながら、これは将来的には民間ので

安くなるということでございまして、これが

まず直営でやる場合ですと、人件費といたし

ましては今現在6,100万円ほど人件費が要っ

ておりますが、民間の場合には見積額でいき

ますので、これ7,400万円ほどになりますの

で、これはその間は高くつくということでご

ざいますが、10年後ぐらいの設定でいきます

と、直営でいきますと7,900万円ほどになる

ということで想定をいたしておりますので、

それに比べると500万円ほど減額になってい

くと、将来的には。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この間、ある鉄鋼メーカー

が高速道路のパイプの偽装で板厚ごまかしと

ったということで、社長以下頭下げて申しわ

けないというて言うとったわね。ほで、あっ

この社長責任とってやめたやん。１月でやめ

るという声明したやん、ね。それが普通の考

え方なんですよ。あなた方ちゃうんや、間違

うとったら、そっちから損害賠償言うてこん

かいと、え、ほで選管の委員長が謝ったか

ら、それで済んだやと言うて、とんちんかん

な答弁しなはんな。だから、私言うたやろ、

だれが責任持つんやと、太子町の場合はだ、

それぞれの担当の課長ですか、部長ですか、

トップですか言うたら、町長どない言うた。

会議録に書いてありますよ、町長が責任持つ

んやと、その責任者が一遍でも謝ったことあ

るんか。あらへんやないか。僕はそれがあっ

たら何も言わへんねや。 

 今あらゆるいろんな問題出てきょんや、偽

装とかいろんな問題が。だけど、あれトップ

が謝っりょらへんか。民間は、それ当たり前

や、これを世間の常識いうんですわ。ところ

が、太子は常識が通らへんねや、非常識なん

や。その非常識をやな、非常識なやつやな

と、職員がだれかが思うんやったらええけ

ど、職員みんなが非常識を非常識やと思わん

とこに一番問題があるっちゅうねん。何も分

からんかな、それ。もっと世間の常識の上に

立って物事を判断していったり、物事を進め

ていったらどうですか言うとんのや。 

 ほいで、もし職員がそういう幹部職員で

も、そういうことが分かっとって、そら違い

ますよと、こうですよということを上司に進

言ができんような組織というのは下の下、だ

から裸の王さん違いますかというて私が言う

とるわけや。200人からおる職員の中で一人

や二人ぐらい、そら、あんた間違うてまっせ

っと言うやつがおらんのかい言うんや。そん

な情けない組織ですか言うとんのや。だか

ら、そんな組織をつくり上げたらあかん、何

ぼ言うてもそれが分からんのや。ほで、それ

をチェックする議会がまた同じことやるか

ら、余計またおかしなんねん。どっかで何か

がブレーキというか、これを変えていこうと

いう、そういうどっかで意識が働かなんだ

ら、もう組織むちゃくちゃやあ。太子町全体

がおかしなことになってまいよんじゃ。こん

なおかしなことをやるんやったら、ほんまに

悪いけど、どっかへ合併しとった方がましや

な思うんや。だから、考え方を変えてくださ

い。 

 私は何も金や何が欲しいて言よんと違うん

ですよ。とにかく当たり前の常識のある町に

変えてほしい、組織に変えてほしいからいう

とんです。再度答弁を求めます。 

 それから、さっきの給食のことですけど、

１食当たりの人件費、それから設備にかかっ

とる償却、１食当たりどれぐらいな設備をし

とんやとか、光熱費は１食どれぐらいかかり

ょんやと、それを民間にしたときにはどれぐ

らいに減っていくと、したがってトータルこ

れだけ安なると。 

 例えば弁当方式にしたら、ほんなら何ぼに

なんねやと、それカロリーとかそういうなん

は変わらんという前提に立って、もし計算し

た場合にはどないなんねやということまでも

含めて、今まで議会でそういう意見が出たん

やから、そういう意見に対してきちっと調査
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研究をして、それで町が考えたことが一番ベ

ターなんやというのを一覧表に出してです

よ、表に出して、これでいかがですかという

て出してくるのは当たり前でしょうがな。質

問されて初めて、口頭でうじゃうじゃうじゃ

うじゃ言うて、わけの分からんこと言うてや

ね。ほいで、こんなもんで予算通そうちゅう

ような、むちゃくちゃなことしたらあかんが

な、１億5,000万円も。こんなやり方やか

ら、あの14億円の水処理が通ってまうねん。

あれやったってむちゃくちゃや。これまた話

は別やけども、しかし一億何千万円の税金は

こんな形で使われようとしとるわけでしょ

う。再度そういう詳しい資料が出るんです

か、出ないのですか、説明求めます。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） ポスターの件でござ

いますが、議員ご案内のように、選挙管理委

員会は行政委員会でございます。いわゆる地

方公共団体の一般行政部門からある程度独立

した地位を持って、複数の委員によって構成

された特定の行政権を持つ合議制の行政庁と

いうことはご案内のとおりでございまして、

総務の常任委員会でいろいろご指摘いただき

まして、選挙管理委員長がそこの責任者とし

て謝罪された。私もその総務常任委員会の席

で謝罪申し上げたところでございまして、ど

ういうんですか、行政委員会の長が謝罪され

てるということで、私どもとしてはそれなり

の権限といいますか、任された方がそういう

ふうに謝罪されたということで了としたとい

うことでございますが、議員いろいろ思いも

おありだと思いますが、担当部長あるいは担

当課長等も謝罪申し上げ、総務常任委員会の

中では十分なご説明をさせていただいたつも

りでございます。ご理解を賜りたいと、この

ように思います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 比較検討のお話で

ございますけども、給食センター、これにつ

きましては現在の１食当たりにつきまして

は、今ただいま言いましたように387円ほど

かかってるということでございまして、また

デリバリー方式の場合は、姫路市の場合です

けども、１食当たり490円ほどかかるという

ことでございます。 

 それと、人件費関係でございますけども、

ただいま言いましたように、20年度と比べま

すと民間の方で、今民間と委託しますと少し

民間の方が50万円ほど高くつきますけども、

将来的、30年度で設定しました場合でした

ら、比べますと1,600万円ほどが安くなると

いう試算をいたしております。 

 資料につきましてはできるだけ努力させて

いただいて、提出したいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 最後になりますけど、今副

町長がそういう言い方したん、私もある程度

のことは分かっとん。だけど、そしたら、課

長及び私の選挙事務を受け付けた職員、どう

いう、ほんなら処罰受けとんですか。これか

ら気いつけと言うたら、それでしまいやった

ん違うの。 

 選管や選管やと言うけど、あれ役場の職員

違うんか、選管の職員か。僕は、太子町の役

場の職員や思うたんやけどな、それの上司と

いうたら選挙管理委員長か。勤務評定だれが

しょんや。余りとんちんかんなこと言わん

と、もっと素直になったらどない、お互い、

意地っ張り張らんと。僕はそれを言うのや。

ああ、悪かったな思うたら、ごめんね言うた

ら、それでしまいやろうが。そない頭下げら

れんほど偉い人か、大したことありゃへんや

ないか、何言うとんのや。僕はそう思うとん

やで、僕やったって、そこらのおっさんと一

緒ですやん、道歩いとったら、そこらのおっ

さんと一緒やないかいな。もっとお互いに素

直になって、ああ、ごめんな、そうやなと、

よう気いつけな言うたら、それでええんと違

うか。そんなもんや思うとんやで。この問題

は、きょうはこれぐらいにして、僕は４年間

やりますさかいね。きょうはこれぐらいにし
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ときますわ。 

 それと給食、そしたら尋ねるけど、炊飯

器、どこのメーカーで、それからそのメーカ

ー選んだのは、ほかのメーカーと比べてどう

なんやと、食洗機も皆一緒、設備等について

全然今の設備でそのままずっといくのか、そ

れとも設備をいらわないというのか、いらう

んやったら、それの試算しとんなら、私が今

聞いたようなことを全部説明できるか。でき

るんやったらしてもろうたらええし、でけん

のやったらでけん言うてくれたら。僕はそこ

までやってないと思うよ。やっとんやったら

全部資料出してくれ。 

 あそこでもう大失敗しとんやから、14億円

で、むちゃくちゃなことしとんやから、およ

そ常識で考えられんようなことをしとんやか

ら、あそこで。それを黙って受け取っとんや

から。だから、この１億5,000万円やった

て、私信用できへんのや。なぜかと言うた

ら、あんなことしとうから。だから、信用で

きん。だから、もっとちゃんと説明してくれ

言よんのや。そんなこと言うたって、１億円

以上の金だっせ、100円や200円の金と違う

ん。それを債務負担行為で使いますよと、無

条件で使えますよということは、債務負担行

為ぐらい恐ろしいもんないんやから、ほかの

予算やったらチェックできるけど、債務負担

行為はもうチェックできへんやないか、そや

ろう。一たん認めたら、こんなもん、あんた

らどない使おうと議会はもう蚊帳の外になる

んやでえ。姫路市がモノレールで債務負担行

為四十何億円したさかい、あんなことになっ

とっんやてなあ。同じことしょうとしてん

の、債務負担行為ぐらい恐ろしいことないん

じゃから、一遍一遍予算出してきたら、まだ

そのときそのときでチェックできるやんか。

だけど、債務負担行為でやられたら、これ３

年間ノーチェック、あんたらやりたい放題や

れるのや。だから、それぐらいなもんを出し

てきょんなら、それぐらいなものを、３年分

なら３年分、５年分なら５年分の資料を出し

てこなあかんのや。それを何の資料も出さん

とって、債務負担行為３年間認めてくれっち

ゅような、そんな恐ろしいことを何で平気で

やるんや言うんや。分からんか、僕の言よる

こと。債務負担行為というたら、それぐらい

なもんでっしゃないかいな。こんなもんめっ

たに出すもんと違うんやわ。それを簡単に、

おまえ、あんな債務みたいな形で出されてた

まるもんかいな。 

 これで置きますわ、質問。ちょっとごめ

ん、中座させてね。体調がちょっと、もう一

つようないんです。 

○議長（北川嘉明） あ、答弁だけ聞いて。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 再度ポスターの件で

ございますが、ご案内のように行政委員会

は、政治的な中立性を確保するという観点か

ら一つは考えられております。いわゆる町の

指揮監督を受けない、また委員は議会の同意

等を経た上で選任される。すなわち執行機関

が１つの機関に集中して、行政の公正さが損

なわれることを防ぐために、日本の地方自治

制度では行政委員会制度を設けておりますと

いうことで、そこの行政委員会の長である選

挙管理委員長が謝罪された。そして、担当で

ある、いわゆる選挙管理委員会の事務局長も

謝罪申し上げ、直接私どもは権限持っとりま

せんが、私も総務常任委員会で出ております

ので私からも、また総務部長の方も謝罪を申

し上げたというところでございますので、ご

理解を賜りたいと、このように思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） この債務負担行為

の件でございますが、これにつきましてはた

だいま説明いたしましたように、20年度と

21年度、実際の委託期間、これについての債

務負担行為でございます。 

 それと、単年度におきましてはその予算、

20年度の予算の委託料の中でご審査いただく

と、それと21年度の新年度予算の中で、また

ご審査いただくということになろうかと思い

ます。 
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 それと委託業務を委託、いわゆる調理業務

を委託するわけでございますので、今の現施

設で業者が入って、調理業務を行うというこ

とでございます。ですから、今、炊飯がまの

話も出ましたんですけども、基本的にはその

ものを使っていただくと、そのメーカーまで

私に知っとるかと言われたんですけども、そ

こまでは存じておりません。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 まず、細かいことじゃなし

に、先ほどの上田議員の質問に出ましたポス

ターの件、あれもともと事の起こりは、選挙

管理委員の事務局長ということであります

が、片やもう一つの役職は総務課長ですね。

総務課長の立場でありながらですよ、縦のポ

スター、横のポスターを、それをうっかりミ

スで済ますということは、私らはたで聞いて

おってもおかしな話、嫌がらせしか何も思わ

ん。というのは、今名前しますけど、北川議

長のポスターは横ですよ。それ最初からです

よ。それを予備審査のときに認めておいて、

１週間後に、いかん、これあきまへんという

ようなことをほかの者が聞いたら何か、こん

な総務課長ともある人がうっかりミスで済ま

すような問題ではないということが事の起こ

りなんですよ。 

 だから、そのうっかりミスでしたんや、済

んまへんというなことだったということは、

これはちょっと総務課長の立場でありながら

おかしいんじゃないかということが、これは

私も当事者の一員ですから感じるわけです

が、そのときにうっかりミスで済ませて済ん

ませんでは、ポスターイコール自分の信条を

訴えるものですから、町民に対する感覚とい

うんか、自分を知っていただくのには必須道

具ですから、それを縦と横で違いまっせとい

うな、もうもってのほかの返事をすること自

体に、思慮が欠けてるということがあると思

いますので、まずそれはそれで再度その選挙

事務局長の立場で、片や総務課長ですから、

それはうっかりミスでは済ませる問題ではな

いと思います。その件はそれであれ。 

 あと債務負担行為の給食センターの件です

が、要は、お役所仕事してもうたら困るとい

うことですわ。民間にしたら将来は安なると

いう、民間でできること何で役所できん。人

件費等なんかでも、それぞれ工夫をすれば簡

単にできることですやんか。それを民間がす

べて正しいような、安なるってなことを、要

はあした安ならなあかんのですよ。 

 それと、民間委託すると調理する中身につ

いてだれが保障するんですか。今偽証の牛肉

でも国産使うとるや言うとって、全然違う外

国産使うてますやん、給食センターで。あれ

四国の方だったかな。そんなら、それを民間

に委託したら、民間に委託したときに民間の

業者がそういうふうな問題を起こしたり、不

正行為を働いたときには、だれが責任とるん

ですか。そうでしょう、結局ほんならもうえ

らい、きのう、きょうのテレビで代表者が、

テレビのすべてのチャンネルで謝罪会見して

ますやん。あんなん涙流しとうけど、あんな

僕らから見れば、そんなうそ涙というんか

な、人をばかにしとるような姿勢ですやん

か。それが今世の中の現実ですねん。ところ

が、迷惑かかるのは、ああいう民間企業は自

分とこがどないかなればそら済む。ところ

が、給食センターというとこは、子供が全部

食するんですよ。その責任はだれがとるんで

すか。 

 それと、今１食何ぼでどうのこうのという

て言うてますけど、本来コスト計算というた

ら、建物を建てて、それから道具があって、

材料があって、それを全部して、それで１食

何ぼというのが、まずコスト計算です。建物

建てて、道具そろえて、調理だけ委託する。

そんな調理委託するのに、何で民間ができて

行政ができんのですか。今現在ではパート

云々で、先日でも決算委員会で、パートとい

うたら定着率が悪いとかどうのこうのと言う

て、パートの皆さんをばかにしたような言い
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方しましたね。これは当然議事録残ってます

から。そういう物の考え方でそういう施設、

子供にとって大事な施設を運営していく、そ

れも給食センターの所長ですやん。だから、

もっともっと次元を変えて、給食センターと

いうものを、まず食育、地産地消というよう

な原則から立って、子供のために、太子町の

子供がこれから将来を担うためにも、食育と

いうことはもう本当に大切なことだと、私は

もう絶対これ大切なことだと自信を持って思

ってますからね。それを何の研究というんか

な、普通でも考えられない債務負担行為しと

いて後使うというんじゃなしに、給食センタ

ー、まして給食事業そのもののあり方を再度

プロジェクトでもつくって見直していく必要

は、行革の中でもただ単にそれだけ起こした

らええというんじゃなしに、中身も父兄をも

っととか、いろんな方を交えて、これから太

子町の子供のためにどういうふうに、給食セ

ンターイコール、それを生かした教育に持っ

ていくかということまで発展させていくべき

だと思うんですよ。 

 それから、材料にしてもやっぱり地産地消

ということも、もうこれ必須条件ですから、

地域の方にいろいろと生産していただいて、

それを消費していくということでしょう。そ

れで、去年だったかな、おとどしだったかな

あ、本当にホウレンソウは35センチ以上にな

ったら購入できませんというようなばかなこ

とをやっとんですよ、給食センターが。35セ

ンチ以上になったらホウレンソウ食べられん

のか言うんや。ちょっと工夫した料理すれ

ば、ホウレンソウ、そこの宮本の方ですよ、

１反ほどの田んぼが皆すいてもたった、ごみ

になってもうたがな。そんなばかなことをや

っとる給食センターが、次長ももっと中身を

知らなあかん、現実を、ねえ。 

 ジャガイモにしてもタマネギにしても、サ

イズはこれだけでないとあかんちゅうなこと

で、だからこの地域でつくられとる方、結局

大きいのとか小まいのあったん、皆無駄です

やん。そういうことの現実を、机の上に座っ

とらんで、もっと見ていって、今後太子町の

子供にどうしてやったら、おいしい、栄養満

点というんですか、そういうものを食べさせ

ていくか。まして、地域の方の協力を得て、

安いものを購入していくかとかという方法が

あろうかと思うんですよ。 

 それから、もっともっと全体を、給食セン

ターのあり方、給食のあり方を再度、今のや

っとる姿を見れば、行革のうちに入ってな

い。私の思いは、これ私議員の中で私だけじ

ゃないと思いますよ、多数の皆さん思います

よ。ただ、こんだけ言うか言わんかだけです

よ。やっぱり、もっともっと下までおりて、

もう再度、給食センターのあり方を再度検討

するべきだと思いますよ。 

 それと、建物が古なったというたてね、ほ

んなら今柱倒れよんかということになります

やんか。ましてや、民間の企業にとってはリ

フォームして補強して、いかに建物のコスト

を安くして、長もちできるかということを研

究して、実質社長自身がみずからやっとられ

る企業もあるんですよ。 

○議長（北川嘉明） 質疑を続けてください

ね。 

○嶋澤達也議員 うん。だから、その辺のこ

とを再度検討することを願いますけど、いか

がですか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 まず、地産地消の規格のお話、ホウレンソ

ウのお話、ジャガイモのお話が出たわけでご

ざいますけど、限られた時間の中で、いわゆ

る給食に間に合わすということが、まず第一

番でございますので、ジャガイモの話も出た

わけですけども、調理時間の短縮ということ

で規格的には、要するに画一的に大体同じ程

度のものということでございまして、例えば

ジャガイモ一つにとりましても形が悪いとい

うようなものでしたら、包丁を何回か余分に

動かさなだめというようなことで手間がかか

る、いわゆる短縮、限られた時間の中におさ
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まっていかないということもございますの

で。ですから、地産地消で地元の野菜も使っ

てるんですけど、それは少しは多目には見て

おりますけども、物がやっぱり悪くなると、

納入はちょっと控えていただきたいというよ

うなことになります。 

 それと、１食単価のお話ですけども、ただ

いま答弁させていただきましたけれども、

18年度が１食当たりが約387円についている

と、それと建てかえた場合でございますと、

今試算しておりますのが１食当たり440円ぐ

らいにつくだろうという試算でございまし

て、またデリバリーの場合でしたら、姫路市

のを参考にしたわけでございますけれども、

490円ぐらいついてるということでございま

す。 

 それと、人件費の関係でございますけど

も、これにつきましては、いわゆる今現在は

パートの方々で、それで運営してるというよ

うな実態でございますけども、これは平成

10年度ぐらいから民間委託にしていこうとい

う考えのもとに、いわゆる正規の職員は補

充、退職の後の補充をしてないということで

現在に至っとるわけでございます。それをい

わゆる直営でずっといくということになり

ゃ、補充していくということになりまして、

そうした場合の直営で20年度、これを試算し

ましたら6,100万円ほど人件費にかかるだろ

うということで、民間委託でしたらこれが、

見積額ですけども、その業者の見積額で

6,200万円ほどになってますんで、これ差が

現在では、20年度で対比しますと55万円ほど

の差があって民間の方が高いと、しかしなが

ら10年後、職員は人件費が上がってきますの

で、定期昇給がございます、そういう関係で

いきますと平成30年、これは想定した場合で

すと、民間委託の方で約1,600万円ほどは安

くなっていくだろうという試算のもとでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） うっかりミスで

は済まされないだろうということでございま

すが、本人も以前、総務委員会の方におきま

して、本当にミスであったということでござ

いまして、これだけは我々が、それぞれが感

じ方が違うと思うんですが、選挙に対しまし

てはポスターのそういう確認といいますの

は、４年に１回実際やることでございます。

これは町会議員のポスターだけの確認でござ

いますので、その間人も変わり、いろいろと

しますので、そういったことが我々としては

起こり得ることもあると思います。しかし、

そういったことが起こってはならないという

ことも、これも現実でございますので、その

点につきましてはおわびを申し上げたいと思

います。 

 しかしながら、ミスかどうかというのは、

これはあくまでそのときの状況にもよります

ので、１週間前にはなかったことが１週間後

は起きないだろうというような確定したよう

な状況ではございません。したがいまして、

我々としましても、私も以前にそういう経験

もございますが、できるだけそういうポスタ

ーの検閲をするときには事前に確認をして、

研修的にやるんでございますが、やはりその

当時実際に次から次来ましたら、すべてが全

部頭の中にあって100％間違いがないような

確認ができたかどうか。これは、やはりその

ときの状況にもよると思います。したがいま

して、いろいろと選挙管理委員長並びに書記

長、これは総務課長が兼務という形じゃござ

いません。あくまで総務課長が書記長を兼ね

るということだけでございまして、その者は

選挙管理委員長から辞令というものが出てお

りますので、あくまで選挙管理委員長のもと

において業務を執行するということでござい

ます。しかし、片や総務課長という肩書もご

ざいますので、これにつきましては上の方よ

り、やはり厳重注意はされております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほどの上田議員の

質問で、ちょっと間違っておりますので、選
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挙管理委員会事務局長というように表現いた

しましたが、選挙管理委員会の書記長という

ことで訂正させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 まず、選挙のポスターの件

で、そんなやりとりをする気はありませんけ

れど、普通素直に考えて、枠の中にあれば丸

でもペケでもいいんですよ。そのぐらいのこ

とぐらいはイロハのイで、相手書記長だった

かな、がやね、それで僕感心したことは、職

員を褒めるんじゃないですけど、もう一人事

務局の人おりましたね。その方はもっと詳し

く中身のことまで勉強してましたよ。僕ら教

えてもらうことたくさんありましたよ。だか

ら、その書記長が勉強不足も甚だしいんじゃ

ないですかということ、もうこれやりとり、

僕が言いたいのはそうです。皆、その仕事に

つくときに、それなりの勉強してるんです

よ。ほんで、ポスターの枠の中にあれば、自

分の宣伝というたらおかしいけど、宣伝です

ね、の行為ですから、それはその候補者の最

良のもんですよね。枠内に入っておれば大

体、よほどの社会通念上おかしいなと思うも

んは、そら候補者も避けるべきですけどね。

それは基本的にイロハのイですから、そんな

やりとりはやめときましょう。何もどうのこ

うの言うんで、ただ簡単に間違ったことを、

うっかりミスで済ますということでは、これ

はやっぱり選挙そのものは、我々前にも話し

ましたように、議員候補者、議会候補者は全

部命がけでやってるんですから、うん。そん

なことですから、あえてそれだけ言っときま

す。 

 それから、給食センターのとこ、私そんな

ことどうのこうの言うて、答弁もろとん違う

んですよ。基本的にもっともっと考えていく

方法、形のいいもん、調理時間の短いあんな

んの、私あなたから答弁もらおうと思うてま

せん。そんな方法は、我々民間だったら、や

はり商売である以上、そんなもん簡単に考え

ていきますよ。どないしたら安いものを安く

使って、いいものをつくっていくかというこ

とを、人に負けんように考えていきますよ。

あなたジャガイモ切った経験ありますか、何

百個というて。形のよいもんでというて、ど

れが形がいいんや、それやったら、そこまで

言うんだったら。僕の言うのは、あなたのよ

うな立場の人だったら、全体的にそれぞれの

担当者に一遍研究してみいという指示を与え

る立場の人でしょうが。ジャガイモの切り

方、そんなことを聞いとん違うんですよ。だ

から、もっと大局的に子供のために、現実に

どうしたらコスト安く、いいものかというこ

とを、それ、あなた自分でそこまで詳しくな

ければ、詳しい人に相談したらええんです

よ。また、来てもうたらええんですよ。勉強

するということは簡単ですよ。そやから、そ

ういうことをもっと指示をあなたはしてくだ

さいよと、それが立場ですやんか。だから、

あなたの立場を生かして前向きに考えてくだ

さいと、それと議会に対しては当然資料その

ものを、対比できるもの、民間だったらこう

だと、行政でやればこうだというものの比較

を、行政が甘い見積もりとか、甘い考えでは

いけませんよ、当然ね。だから、そういうこ

とをそれぞれの担当者に、あなたはもっと考

えていい方向に進めえと、その結果報告しな

さいというのがあなたの立場でしょう。だか

ら、僕はそれをお願いしとるわけですよ。そ

ういうことです。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

（嶋澤達也議員「いや、だからお願い

しょるからどうですかと言う。言葉足

らずで」の声あり） 

○教育次長（塚原二良） 給食センター、食

材の地産地消の、いわゆる地元産をというお

話でございます。これにつきましては、私ど

もの方もなるべくそういう夕市、夕市部会等

もございますので、できるんであれば使って

いこうという考え方のもとでおります。これ

につきましては、だんだんと量的には増えて
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きてるというお話を聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ４番上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 この債務負担行為の学校給

食のことですけども、先ほどの次長の説明な

んですけども、過去の福祉の中での説明とは

若干違うんかなというところがございました

ので、確認の意味も込めて質問をさせていた

だきたいなと思うんですが。 

 将来的に委託をする部分での値段のよい部

分というのは、結局本来の給食業務というも

のは行政側の職員と、それからパートの職員

がフィフティー・フィフティーであると、そ

の中で行うことをすることによって、将来的

には責任を果たせるということで、そういう

形で遂行したいんだけど、現状はできない状

況であるから、そういう形からの業務委託で

あればメリットがあると。現在の職員２名の

残りパートのような状態で委託をして進めて

いけば、それはなかなか金額的には大きなメ

リットが出ないとセンター長は、私は言って

たのを覚えてるんですが、その辺のあたりが

どうなのかということ、ちょっとメリットの

部分ではっきりと説明いただきたいのです

が。 

 ただ、実際、もうじゃあ業者の方は決まっ

てるんですか、契約として、その中身につい

て。だから、委員会でももっと説明をしっか

りと、資料を求めてしていただきたいなとい

うことなんですが。要するに、将来的効果と

いうのがお金の問題、もちろんそうなんです

が、業務的、内容的に説明をどこまでかして

ほしいと、お金を払うことで住民は何を獲得

できるんかということを説明いただきたいな

と思いますし、先ほどの答弁の中でも、最初

の質問では20円か30円上がると、１食387円

が。でも、実際には440円て、これ20円か

30円の枠じゃないんですよね。そういうふう

に説明を丁寧に私はしていただきたいと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） ちょっと申しわけ

ございません、言葉足らずの部分がございま

して。今現在で18年度決算ベースなんですけ

ど、これでいきますと387円ということでご

ざいまして、その440円というのは、これは

例えば建てかえて今後やっていく上において

はこの440円、改築後の単価でございます。

それと、デリバリー方式は何ぼかということ

で、これは490円だというようなことでござ

います。 

 それと、業者との契約は既に済んでるかと

いうお話でございますけども、これについて

は、この債務負担行為、今現在はプロポーザ

ルによります５社で、１社を最優先の契約交

者と、交渉の相手ということで一番優秀な業

者がございます。それにつきましては、この

債務負担行為を決定後に、その業者と交渉し

ていくということです。これにつきましては

今申し上げました内容的な、この交渉、最終

的な内容はあと金額、見積もりを出されてお

りますので、これについて、この金額で今１

億4,957万2,000円を限度額として設定してお

るわけでございますけども、この限度額内、

少しでも安くならんかという交渉を重ねてい

きまして、契約をしていくということになり

ますので、まだ契約はいたしておりません。

この決定後という、議決後ということになり

ます。 

 それと基本的に給食センター、これは人件

費関係の経費のことでございますけども、い

わゆるこれは試算しておりますのが、例えば

10年度から職員は、正規の職員は補充してな

いということですんで、これを補充していっ

て正規の職員を、今は２名ですけども、通常

でしたら13名ほどなりますんで11名を補充し

たと、それで維持しているという状態、それ

とパートはまだ13名使ってますよと、その中

でも。そういう試算をしまして、20年度そう

いうふうに仮定した場合には6,200万円ほど

要るだろうと。それと民間委託、これは業者

が見積もり、今言いました業者が見積もりを
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しておりますので、それは6,200万円ほどで

ございまして、その差が54万円ほどあると。

ですから、民間委託の方で今は高いなという

ことになるわけでございます。 

 しかしながら、35年度、10年後におきまし

ては人件費の方が、町の直営の場合でしたら

7,890万円ほどですので7,900万円ほど要るだ

ろうと、民間委託の場合は、いわゆる職員で

したら毎年固定された調理のそこだけで異動

がございませんので、年を重ねるごとに、い

わゆる昇給もあるということで固定してい

る。こら、民間委託の場合でしたら大きな器

の中ですので金額設定できるだろう。この民

間委託の、今業者の方が試算しておりますの

は、民間委託で正社員が11名、パートで20名

でやっていくんだということでございまし

て、今言いましたように、最終的には10年後

には1,600万円ほどの削減ができる。いわゆ

る業者のが安いということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 現状のパートがたくさんい

るような段階から、この業者委託をすること

によって、今の現場の状況より給食センター

の現場はどのようになって、どんなメリット

があるんですか。それを、やはり業務上、確

かに今パートが多いのは、過去からも給食を

する上でなかなか苦しい状況であるというこ

とは説明されてましたし、その辺、だから実

際のパート、職員が２名入って、パートを雇

ってる状況でも13名ですか、それで計算をさ

れてるわけですよね、その先ほどの説明で

は。ということは、その分雇われた行政の職

員が入ったぐらいの給食センターとしての業

務には能力が持てるようになると理解してお

ったらいいわけですね、それは。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 現状と委託との比

較ということでございますけども、現状では

パートということでございますので、どうし

ても、例えば子供さんが夏休みとか学校の休

みということになったりすると休まれたり、

それと子供さんが風邪引いたら休まれたとい

うことで、ちょっと安定したといいますか、

そういう不安が確かにございます。いっとき

に、石海地区の方が少し多ございますので、

３人、４人というふうに一度に休まれるとい

うようなことになりますと非常に不安定とい

うことでございますので、その点は業者でし

たらそういうことはないということで、この

部分は一番大きいところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 ３回まででした。 

 その辺、またパートの方の、今おられる方

の担保ということも気になるとこあります

が、それはまた委員会でお聞きしたいなとい

うふうには思うんですが。 

 あと別の件で15ページの学校管理費の光熱

水費追加62万5,000円というのは、何か特別

に、やはり今年特別に何かあるんですかね。

何かこの追加の分というのは、どういったよ

うな状況で、これだけの額の追加でしょう

か。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） これにつきまして

は、今までといいましょうか、これを補正組

む前の毎月の実績によりまして、決算見込み

を立てた場合に62万5,000円ほど追加をお願

いしてるということでございまして、大きな

要因というのは別にございません。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今、先ほども、これはくど

くど言うても何ですけども、上田議員、嶋澤

議員が言いましたようなことについては、昨

日も私言いましたけども、町の中で一つの過

ちなり、またそのミスで多大な迷惑をだれに

かけるかというたら住民にかけると、こうい

うことに対するけじめをつけないという、ち

ゃんと責任は責任として明確にして、けじめ

をつけることがないからこういうことになる
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んです。だから、その点ははっきりしといて

ください。 

 それから、給食問題は後で言いますけど

も、この補正予算で基本的には書類でも、提

案理由の説明でも人件費の補正と、それから

事業執行に伴う関係経費の調整及び債務負担

行為だということに説明がされているわけで

ありますが、１つ、歳入について、徴税等に

係ります歳入、特に滞納の収納等の実態、そ

して予算計上が行われるような形になってい

るのではないかと、こういうふうに思いま

す。そういう点ではどうかと。 

 それから、その裏腹の関係で財源調整で財

調から繰り入れるという形が１億6,250万円

あるわけですが、これらの歳入全体のことで

今後の見込みを含めて説明を求めます。 

 それから、財調の取り崩し後の残は幾らに

なるかという点の説明を求めます。 

 それから、歳出でいわゆる電子計算機費の

システムプログラム修正委託、それから庁内

ＬＡＮの工事請負費、それぞれ220万円余り

と40万円が補正されるということですけど

も、この具体の内容について説明を求めま

す。 

 それから、賦課徴収費で印刷製本費が計上

されておりまして、59万2,000円なんです

が、新システムによる納付書の発行と印刷

と、それからそれらを送る通信運搬費で60万

円余りが補正されておりますが、これらのこ

とについて内容の説明を求めます。 

 それから、過誤納還付金の70万円について

も、どういうことであったのか説明を求めま

す。 

 それから、やはり参考資料ではいろいろつ

くってはくれているんですが、具体的に例え

ば児童福祉総務の中でも遊具の追加があると

思うんですけど、どこの遊具でどういう形の

ものかというぐらいの説明はしても罰が当た

らんと思うんですけどね。そういう説明をし

てください。 

 それから、土木総務費の地図情報のシステ

ム改修委託料の追加で、これは街区の基準点

ということでの説明はあるわけでありますけ

れども、具体的に減額をしておりまして、そ

れぞれ120万円あるいは50万円の減額という

ことであります。まちづくり助成金について

は、今後の見通しも含めて説明を求めます。 

 それと、土地区画整理事業の駅前土地区画

整理事業の調査設計業務委託料の減額

1,030万円ですが、これは大きいわけですけ

ども、実際にどういうものなのか。 

 それと、非常備消防費、消防施設費の補助

金についても、あわせて説明を求めます。 

 それから、給食センター費で需用費の燃料

費、それから光熱水費の追加がございます。

また、複写機借料などがここで、この時点で

こういう追加が上がるということはどういう

ことなんですかね。その説明を求めます。 

 それから、債務負担行為につきまして、こ

れはそれぞれ議員が尋ねていることに、私は

この議会の名において具体的な資料をこの席

に提出すべきやと、そうでないと審査も、こ

ういう予算審議はできないというようなこと

になると思うんですね。それで、特に私は一

般質問でもこの間申し上げましたように、給

食は実施をする、また学校給食法にいう教育

上の重要性というのは何も無視することはあ

りませんけれども、だからいわゆる給食を実

施するということで、引き続き実施していく

上で先ほど来出ておりますような、いわゆる

公営でやるか、あるいは公設のもので民営を

するか、それから全面的に外部委託をする

か、こういう給食方式にもいろいろあるわけ

ですが、それぞれにまた問題点もあると思う

んですけれども、本町の財政を踏まえ、また

給食の趣旨をしっかり踏まえ、合理的で効果

的な方式の選択が必要だと、このために原点

から見直さないといけないと、私今も思いま

す。そういう点で、今も所管の常任委員も聞

いてるぐらいですから、なかなかこれは納得

がいくような、まず理解をし、納得のいくよ

うな協議、それが必要だと思うんです。それ

がないからこんなことになるんだと思いま

す。 
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 民間委託の場合のことが、今町は長期的に

見れば、先ほども説明がありますように節減

効果があると、こういうふうに言っておりま

すが、先ほど来説明しておるものの中でも、

施設の建設費から機器の改修費、それらの結

局減価償却を含む総経費がどういうふうにな

るかは、なお説明がないわけですね。だか

ら、比較対象にするにも職員がどれだけつい

て、どういうふうになったら直営の場合と民

間の場合の比較は説明されてるんですけど

も、民間は安いものという前提に立ってだと

思うんですよ、いわゆる労賃なんかが。だか

ら、それを当たり前とするかどうかによって

も大きく違ってくるし、将来にわたってこの

業者を、例えばですよ、私はそれを肯定しま

せんが、将来この業者はだめだと、経費も高

くつく、そして入れかえをしょうというよう

なときに簡単にできるかどうかというのはあ

るですよ、これは。 

 だから、今ごみ処理がそうなんです。やは

り、もともと町が持っておりましたパッカー

車等の自動車を業者に譲って、そしてそこで

収集業務に携わってもらうと、こういうふう

なことにして、ほとんどの業務については町

が査定をすると、ご存じの人はたくさんおっ

てやと思うんですが、車何ぼで、人が何ぼつ

いて、安全運行のためには何％それを上乗せ

していくのかとか。もちろん自動車を運転す

る場合は運行管理が必要ですし、事故を起こ

すことの場合もありますから、そういう点で

は事故が起こらないように注意はするのが当

たり前なんですけど、中身まで突っ込んで、

今日の行政組織では生活福祉部の生活環境課

何々係っていうようなぐらい査定をしよった

というような経過があるわけですね。だか

ら、これもそういうことをやるんかというこ

とになるんですわ。そしたら、もう飼い殺

し、またそういう動きがとれんような形をと

って、そしてこれだけ経費がかかりますよと

いうたら、言うままに引き上げなきゃならん

と、競争の原理が働くどころか働かんように

なってしまうと、こういうことも含めて整理

をしておかないといけない。 

 だから、いわゆる建築費、設備費、それら

を含めた償還を含めて積算をして、そしてこ

れからどういう、先ほど来出てるようなコス

ト的にも節減ができるのか。私は言うておき

ますけれども、献立とか食材とかには、注文

は行政がつけるというのはどこでもつけられ

るし、つけるべきやと思います。だから、そ

れはそれを前提にするというようなことでな

いと比較対象できませんので、どういう形で

対応するかということになると思うんです。

そういう面できちっと説明がなされないとい

けませんが、それらについての具体的なやっ

ぱり比較対象資料を本席で出してください。

そうでないと、まともな論議はできないと思

いますので、それは求めたいと思います。 

 それから、業者は決まってないというもの

の、５社のプロポーザルを得たと、そして町

の見積もっている8,000万円に近い業者とこ

れから交渉すると、こういうふうなことを言

ってるんですけども、町の試算であっても、

その町の試算はどういうものなのかが問われ

ます。それぞれ業者がどういうことを提示を

して決めたのか。そういうこともしっかり見

詰めないといけませんので、ここでそれらの

資料の要求もいたします。 

 それ議長がちゃんと取り計らいせなあかん

で、私は資料要求しょんやから。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 私の方から、まず

お答えを申し上げます。 

 財政調整基金の繰入金額が１億6,250万

5,000円でございますが、今回の財調の繰入

金のポイントは、11ページにございます大き

な額で申しますと、老健特会への繰出金の追

加で１億5,297万6,000円上がっております

が、これは特会担当者に聞きますと、本来で

すと、この時期に国からの交付金があるはず

のところが今年度は見込めなかったために、

この12月議会で１億5,000万円を超える繰出

金の追加が生じたものでございます。ですか

ら、歳出におきましても、老人医療費の中の
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１億5,000万円、この額を引きますと、財調

との差額は約1,000万円ぐらいということで

ございますんで、今回の財調のこの金額のポ

イントの大きなところは老健特会だと思って

いただければ、ありがたいと思います。 

 それから、今時補正後の財調の残高は６億

6,410万9,000円になる予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、７ページ

の電子計算機費の委託料でございますが、業

務システムプログラム修正委託料の追加とい

うことでございますが、これは地域包括支援

システムの住民記録と介護データの連係機能

の追加ということでございます。現在はそれ

ぞれ単体の機械でやっておりますので、今回

のこのリプレースに合わせまして、それを連

係して情報を取り入れるというための委託で

ございます。 

 それと、庁内ＬＡＮの工事でございます

が、これは国保加入者の予防事業に係る国保

連合会との直接の連絡のための庁内の中の町

民課と電算室を結ぶ配線の工事の関係でござ

います。 

 それと、８ページの賦課徴収費の印刷製本

でございますが、印刷製本につきましては現

在新システムにリプレースをいたしまして、

今後口座振替依頼書とか、そういったそれぞ

れ督促状、４期以降になるんですが、そうい

ったものの書式が若干違ってくるようになり

ます。それのための印刷製本でございます。 

 それと、通信運搬費でございますが、通信

運搬費につきましては、徴収強化というため

の滞納者への文書催告、差し押さえ執行、そ

ういったものの発送がかなり出ておりまし

て、全部で約6,400余りが増加するような予

定でございます。それの役務費として60万

4,000円を置かせていただいております。 

 それと、過誤納還付金の関係でございます

が、これは現在500万円近く現予算では置か

せていただいておりますが、町県民税、これ

は修正申告等がありました関係で還付が発生

しております。そして、法人町民税におきま

しても、これは予定納付ということで納めて

いただいた中で最終的な申告があり、精算の

結果還付していくというものもございまし

て、現在置かせていただいておる金額がすべ

て執行された状態になっております。今後の

実績に合わせまして、まだ約70万円近く多分

要るだろうという予測のもとに、一応町県民

税と法人町民税に関係しまして置かせていた

だいております。 

 それと、債務負担の方の関係でございます

が、人事給与システムのリプレース事業とい

うことで、今回債務負担という形を置かせて

いただいております。これは、現在総務課の

方で稼働しております人事給与のシステムを

取り入れてやっておりますが、これも当初、

平成20年のこのリプレースを予定しまして、

置きかえをする予定でございましたが、現在

のシステムにつきましては、この平成20年度

より創設される後期高齢者の医療制度に係る

保険料の天引き及び給与実態調査等の帳票作

成をする段取りでございましたが、今のシス

テムにおきましてはサポートができないと、

このサポートができないといいますのは、太

子町は今現在のこのシステムは、平成14年か

らこの19年まで利用させていただいておりま

すが、このシステムにつきましては平成８年

につくられておりまして、既に他市町ではそ

の時点から使用されたものでございます。し

たがいまして、10年以上たっておりますの

で、そういったシステムの修正がきかないと

いったことから、新たにシステムを入れさせ

ていただきたいということでございます。 

 ただ、後期高齢者の給与天引きということ

になりましたら、職員の分につきましては平

成20年４月からこれを稼働する必要がござい

ます。したがいまして、この12月以降にそう

いったもろもろの作業をしていただきまし

て、実質の支払いは20年４月以降から５年間

発生をするということでございます。金額的

にはハードウエア分、それとシステム導入

費、現場の調整費、財務会計システムとの連
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携ということで金額的には518万3,100円、単

年度にいたしまして103万6,620円の支払いと

なる予定でございます。ただ、今回入れさせ

ていただきましたら、５年たてば当然５年以

上は再リースという形の関係で、それ以後は

使用料が10分の１に減っていくという形でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、私

の方から12ページの一番上段にあります児童

福祉施設整備事業補助金の件で該当自治会の

お名前を申し上げます。 

 沖代地区で遊具は雲梯、滑り台、鉄棒とい

うことでございます。それからもう一地区と

して、川島で滑り台、ジャングルジムの補修

ということになっとります。 

 それと次に、13ページの下段の方にありま

す地図情報システム改修業務委託料、これに

つきましては、17年、18年と太子町のＤＩＤ

地区で測量されております都市再生街区基本

調査、これは多分広報にも載っていたと思う

んですけども、これで調査されたものは太子

町に移管されております。それの運用が、平

成20年度から実施されるということで、今後

ＤＩＤ地区及び近隣についての地籍測量図と

いいますか分筆とか、そういう測量に対して

はこの基準点を使って測量するといったこと

が法務局の方からの指導になろうかというこ

とになっとります。 

 この都市再生街区基本調査での測量データ

が太子町のネットワークシステムではエラー

が発生しております。そのため、その改善を

申し入れておりましたんですけども、不可能

であるという回答でしたんで、現在太子町で

の平成15年度に導入しております地図情報シ

ステムに機能追加するといったことの内容で

ございます。 

 それから次に、14ページの中段にあります

まちづくり活動助成金、減額50万円というこ

とでございますけど、これにつきましては網

干駅前、網干西北地区での土地区画整理事業

におきます助成金でございますけども、これ

につきましては龍野線、網干線の都計変更が

まだ遅れております。そのために活動をして

おりませんので、そのための減額といったふ

うなことでございます。 

 それと、もう少し下段にあります委託料

1,030万円の減額、これにつきましては、や

はり同じようなことで、当初西北地区と西南

地区の区画整理事業での測量を計画しており

ましたんですけども、それが龍野線、網干線

の問題で区画整理案がまとまらないといった

ことから、減額ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 消防費の関係

でございますが、施設費の補助金の内訳とい

うことのお尋ねであったと思います。 

 これにつきましては、それぞれ自治会への

補助をしておるわけでございますが、当初予

算では283万1,000円計上をいたしておったと

ころでございますけれども、既に244万

6,000円が執行済みということでございまし

て、残り38万5,000円という中で今後消火栓

機具の整備等々を見込みますと、どうしても

この35万2,000円が不足をするというところ

でございます。そういう内容となっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 給食センターの関

係でございます。17ページなんですが、これ

の需用費関係の燃料費、光熱水費の追加とい

うことでございます。これらにつきまして

は、まずボイラー用Ａ重油の単価が高騰しま

して、９月から70円が75円と、リッター当た

りなっております。それに伴います決算を見

込んでの追加をお願いするところでございま

す。 

 それと、複写機の借料の追加、これは給食

センターの業務委託等のことで、いわゆるセ

ンターの複写機を使って、それの使用枚数の

増ということでございまして、これに伴うも

のでございます。ですから、センター業務、
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これが当初の査定よりか毎月1,000枚程度増

えておりますので、それの追加分でございま

す。 

 それと、債務負担行為の関係でございます

けども、これにつきましては、いわゆるこれ

は民間の方へ委託するということで、委託業

者のこの変更、後々はどうなんということで

ございますけども、これにつきましては２年

に１回なり、契約によりますけども、更新を

していくわけでございますけども、その中で

私ども太子町の考え方と、それと金額的なこ

とももちろんございますけど、そういうもの

に合致しないということになれば、これは業

者を変えていくということになろうかと思い

ます。 

 現実そういう、この近隣ではございません

けども、神戸の方では委託したけども、３年

後にまた業者を変更したということもあるよ

うでございますので、その業者が金額なり、

そういう業務内容によりまして業者変更とい

うこともあり得るということでございます。 

 それと次に、給食のあり方でございます。

これにつきましては、いわゆる太子町の場合

はセンター方式できております、センター方

式で直営ですね、それと施設を建てて公設民

営という方法、また外部委託、デリバリー方

式というふうにございますが。一般的にはデ

リバリー方式、これはこれから給食をやって

いこう、給食を始めようというようなところ

によりまして、まず手始めにそういう方法を

やるのが一般的でございます。これにつきま

しては、まず施設費が、当然建てませんので

業者が施設費が要らないと、学校に配ぜん室

をつくるかというところだけの問題だろうと

思います。しかしながら、これは給食一斉に

すぐできますけども、いわゆる税金も全部か

かってきますので、業者については、こちら

が頼む運営費が高くなるというのが一般的で

ございます。 

 ですから、太子町におきましては今までセ

ンター方式で来ておりますので、これを建て

かえ時においては、これをどうするかと、直

でいくか公設民営でいくかということでござ

います。今現在20年度からその調理の部分に

ついては委託していこうということでござい

ますので、建てかえ後いわゆる改築後は当然

その部分は委託していくということになろう

かと思います。ということで、太子町におい

てはセンター方式でいこうということでござ

います。 

 資料につきましては、できるだけ努力した

いというふうに思います。 

（「ほかに何か言よったやろ、言うた

ように答えなあかん」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時40分） 

（再開 午前11時41分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 教育次長、言うてください。 

○教育次長（塚原二良） いわゆる給食のあ

り方でお答えさせていただきましたですけど

も、これは一番初めの給食のあり方で直営か

と公設民営、外部委託かというご質問だった

ろうと思うんですけども。これは、ですから

本町においては給食センター方式でいきたい

ということでございます。今まで来ておりま

すので、それを継続してやっていくというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（桜井公晴議員「ちゃんと言わんか

い」の声あり） 

 歳入歳出の見込みは。 

 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） この19年度の歳

入歳出の見込みということでございますが、

今後の町税の徴収状況、そういったものを見

ながら調整を図っていきたいということで、

今現在は見込みとして、どういうんですか、

まだ把握できてないという状況でございま

す。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 
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○桜井公晴議員 最初に、私はいわゆる町税

の収納にそれだけの体制組んでやっとるわけ

やね。滞納についても体制組んでやっとる

と、こういう中で一定のやっぱり歳入見込み

は立っていくものと、そうでなかったらおか

しいんですよ。だから、歳入は、あと見込め

るものは交付税の決定を見とるわけですか

ら、具体に言えば一番大きなものは、いわゆ

る税かなと思います。その税がどういうふう

なことになってくるかということで、歳出は

いや応なしに義務的なものは出ていくことに

なるけれども、ほとんどこれは計上されてる

もんだと思うんですよね、今までの予算の中

に。だから、今必要なものでは光熱水費で、

燃料が上がったら追加せざるを得ないような

ものも今回上げとる。今の説明のように上げ

とるようですから、それらのものは上がって

るとすれば、歳入でこれから具体に入ってく

るものというのは、町税の収納率によって違

ってくるし、また今日計上してもいいはずの

ものだなと私は思っとんですよ。それで、見

通しっちゅうことを聞いたわけです。 

 それから、先ほど答えがありましたけれど

も、財調は一番大きな歳出の老健への拠出と

いうことで、実質的には1,000万円、そのと

おりだと思いますが。これは変な話ですけど

も、年度末になればこのまま、いわゆる資金

ショート的に取り扱ったということやね。資

金が運用できんからここで上げたと、だから

また歳入には戻るもんだということで

1,000万円言うたんでしょ。だから、そうい

うことだということで確認をしておきたいと

思います。 

 今先ほど言いましたように、町税の動向と

いうのはこれからのことになると思いますの

で、その点の説明と、それから特に、今それ

ぞれ意見が出ておりましたような、給食セン

ターのことについては、やはり何がなんやら

やっぱり分かりませんよ、今の説明では。単

価が今だったら387円、それがどないでこう

なんやというのは分からんへんでっせ、資料

がないんや、そら。 

 それから、業者をどういうふうに決めたか

と言うたら優秀やと、ほいで近いと、

8,000万円に近い。プロポーザルというのは

全面的ですわな、基本的に言えば、仕様に従

ったプロポーザルだから全面的なんですけど

も。ただ、8,000万円のこの債務負担行為で

言えば8,000万円以内やから、ほいでそれに

近いからその特定の業者とこれから折衝をし

ようと、こういうようなこと言うとるわけで

すけども。その業者を絞り込んでくる、その

前段としてその業者を選んだことについて

も、全くこの給食にはそれほど縁のないレス

トランのとこでやってるようなものとか一緒

に入った上で５社になったわけでしょう。ま

あ、よう分かりませんけど。だから、そうい

うことの経過もきちっと説明してもらわなあ

かんと。ほいで、その業者が仮にセンター方

式でここで請け負うことになったとしても、

ほいたら撤退するときはどないなるかという

問題あるんですよ、すべて。だから、それが

後々に問題を引く。 

 だから、要求したことに受け答えするけれ

ども、粗悪なものになる可能性はある。それ

から、やっぱり断り切れずに、いわゆる競争

といっても見積もりを出すだけ、実質的な先

行しとる者になかなか勝てへんのです、普通

からいうたら。だから、そういう面では見積

もりを出すだけで、内容的には談合に等し

い、そういうようなことになってくるから、

言われたままの価格になって、実質はコスト

の整理もつかんだろうと。競争の原理が働く

というのはもうそんなことではない。今でも

入札の中で競争の原理はほとんど働いてない

と私は思うてます、町の入札で。これは競争

入札だと言うものの競争の原理が働いていな

いと、こういうふうに思いますから、入札方

式を絶えず質問をしてるのはそこなんですけ

どね。やっぱり何事もそういうことになりま

す。 

 そこで、将来の経済効果、コストの面も含

めて安心安全の給食ができるかというたら、

そこらは極めて疑問やということでありま
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す。これから何で住民と議会と、行政ももち

ろん入ってよくしっかり原点からもう一度練

り直して、あり方を整理すべきや言うてんの

は、そこにあるわけです。 

 先日もこれからだというＰＦＩも含めて考

えるんだと、こういうようなことも答弁があ

りましたけれども、本当にこれからの給食制

度としてどうかということと、それから学校

給食法がこの間取り扱いも変わってきました

し、そのことに対する対応も必要だと思うん

ですが、やっぱり資料的に提出されないと、

この審査はできへんですやないか。だから、

ここで資料要求をしとんです、本席で。ここ

で休憩とっても資料を出しなはれと、そうい

うことは聞いてもらわな、あかんわけです。

それは議長にもよう言うときます。その指示

をしてください。そうでないと、これらの審

議はなかなかできへんと、こういうふうに思

いますので、その取り組みをしてください。 

 それから、都市計画費の用途地域の見直し

という点では、これ何でしたかいね。どこの

どないで、全体的な中でのことで具体的な委

託料の減額があるわけですけど、これ済んだ

んかいね。どういう形になりましたかね、そ

の説明をあわせて求めます。 

 以上。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 財調のこの金額、

それから内容につきましては、まさに桜井議

員ご指摘のとおりでございまして、資金ショ

ートさせないために繰り入れをするものでご

ざいます。 

 また、ご指摘のとおりでございますが、こ

の老健の国庫の分につきましては来年度に精

算されて、私どもの方に返ってくるというこ

とは、もうおっしゃるとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 今後の納税の状

況、町税の状況ということでございますが、

あと町税といたしましては固定と町民税、そ

ういったものが４期分がここ残っておりまし

て、それにつきましては総務常任委員会の方

で毎月報告もさせていただいております。今

年度につきましては、前納報奨金の廃止とい

うことで当初からの数字が余り上がっており

ませんが、納期ごとに納められてる関係で、

徐々に徐々に復旧したという状況でございま

す。最終的には総務常任委員会の方の毎月の

報告の中で見ていただけりゃいいんですが、

税務課としましてもそういったものに努力を

させていただきまして、またあわせて滞納の

整理の方も強行にやらせていただいておりま

す。したがいまして、前年度並みには確保は

できていくという見込みでございます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほどのご質

問の用途地域の見直し検討業務委託料の減

額。これにつきましては旧２号線、現在国道

179号線と言っとりますけども、それの龍野

線以東、龍野線より東につきましては現在

30メートルのセットバックの準住居というこ

となっとります。ですから、そこへ自動車関

係の工場もしくは倉庫等が建ってきておりま

す。そういった現実的には不適格築物ができ

ているわけで、これの適正化を図るというこ

とで、当初検討業務を委託する予定でおりま

したんですけども、県との調整がスムーズに

進まなくて、今年度実施ができないといった

ことから減額するといったことでございま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 委託業務の経緯等

でございますけれども、これにつきましては

委員会にも報告をさせていただいているとこ

ろでございますけれども、学校給食会また定

例の教育委員会、学校教育審議会また校園長

会、給食担当教諭等の説明、パートの説明、

保護者へのパンフレットから始めたところで

ございまして。 

 それと、まず９月21日に委託業者公募、こ

れはホームページに載せまして、募集要項、

仕様書様式等を登載しております。ですか
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ら、見られた議員さんもあろうかと思うとこ

ろでございます。そして、それに伴いまして

10月６日に現地説明会を開きました。そこに

は10社の参加がございました。中には、この

仕様書に書いてある企画に当てはまらない業

者もあったようでございますけども、参加説

明会を10社、そのうち参加表明受け付けを６

社行いました。その後１社が辞退ということ

で、10月29日に業者の選定委員会、まず第１

回目、それで書類、規格的に資格等がある

か、応募資格に合致してるかというふうなこ

とをやっております。それから、11月19日に

はプレゼンテーションによりますヒアリング

を行い、５社による審査を行ったわけでござ

います。 

 審査の内容といたしましては、業務の実

績、学校給食への考え方、調理業務の実施体

制はどうかと、業務の運営、また衛生管理業

務はどうかと、調理従事者に対する研修はど

うか、それと見積額は幾らですかと、それと

会社の経営状況、この８項目についてプレゼ

ンテーションによりますヒアリングを行いま

した。 

 そして、プロポーザルの応募の資格、これ

でございます。これについては法人の資格が

あって、安定的で健全な財政能力を有してい

ると、食数が１日に3,000食の学校給食セン

ターの業務実績が５年以上あるか、また兵庫

県、大阪府内に本社や営業所、事業所を有す

るということで応募資格、その中でも仕様書

の中には調理員の体制ということで総人数が

27名以上、そのうち正規の社員は11名以上で

すよと、正規の社員のうち調理免許証を有し

ていること、業務の責任者は学校給食センタ

ー１日2,000食の責任者また副責任者の経験

を有する者、正規社員のうちの４名以上は学

校給食センターで３年以上の経験を有する者

であること、管理栄養士等を配置しなさい、

ボイラー免許をする者をボイラー点検業務に

充てること、それと本町採用の調理員を配慮

してください等々の条件といいましょうか、

そういう仕様書でもってやっとります。これ

は、ただいまお願いしております債務負担行

為、いわゆる調理業務のプロポーザルでござ

います。 

 それともう一点、給食のあり方、いわゆる

センター方式、センターか外部か、直営か外

部か、公設民営かということでございます。

これについては、現在調理センターの基本構

想の中で、前にも説明をさせていただきまし

たけども、現状と課題、また整備の基本方

針、いわゆる施設規模をどのようにするか

と、それと機械化の導入についてはどうする

んだと、それと建設予定地の比較検討、建設

地はどこだというようなことと、それと最後

は事業手法、町が建てるんか、ほかに方法は

ないか、ＰＦＩ方式でいけるかどうかという

ようなことでございまして、それがどうして

も、こら全体的に無理だということになれ

ば、デリバリー方式もあるんかなという、個

人的には気はいたしておりますけども。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） きょうじゅうに資料出

せる。きょうじゅうに資料できますか。 

○教育次長（塚原二良） 資料要求でござい

ますけども、ご希望の資料がきちっとそろう

かどうか分かりませんが、努力をしたいと思

います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめ…… 

（清原良典議員「あるで」の声あり） 

 ２番清原良典議員。 

○清原良典議員 休会しましょうか。 

○議長（北川嘉明） いや、続けてくださ

い、当てたんやから。 

 ２番清原良典議員。 

○清原良典議員 自分が属している委員会の

ことでまことに恐縮ですけども、今のほかの

議員さんと重なる部分は相当あるんですけど

も、とにかく町の査定で8,000万円ぐらいで

あったと、それに対して七千数百万円という
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中で、交渉中であるという部分におきまし

て、今先ほどの件とダブりますけども、きっ

ちりとした資料を提出お願いをいたします。 

 それと、先ほどの次長の答弁の中で、パー

トに対する雇用に関して雇用側からすれば、

一例として先ほど言われました石海校区の方

に固まった父兄がいるために安定感が悪いと

言われましたけども、当然これには、面接の

ときには雇用計画という契約内容を説明した

上での両者が確認をして、当然契約が発生す

るはずであるのに、それが守られてないとい

うことになれば契約違反であって、解雇して

守れる方を雇用していくべきであるのに、そ

れがなされてないということであれば、なあ

なあで契約しとんか、どのような契約内容

で、改善せねばならないものがあれば改良、

改善していって、よりよいものにしていくべ

きではないものかと思うんですが、お答えを

願います。 

 それと、当局の方針からにしましても、仮

にですけども、外注依頼されたときの場合、

今日の世情からいっても、私が先日一般質問

で偽りという文字を今年を象徴する文字だと

いうことで提示させていただいたんですけど

も、今の世相からいきましても偽装に関して

全く発生しないということもないと思いま

す。ほかの議員さんからも、とにかくほかの

問題においても責任をとられる方がいないと

いう発言が何度となく出とりますけども、こ

の現状において仮に外注依頼がされていって

作業が進んでいった場合に、もし偽装が発生

したとき、その発生しないという確約という

ものはできないわけで、仮にもし偽装が発生

したときに、その責任の所在というものは明

らかにしておく必要があると思うんですが、

そのときにどなたが責任をとられて、どう対

処していくのか、ご返答をお願いします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをいたしま

す。 

 パートについて、例えばということで一例

を申し上げたわけでございますが、当然面接

のときにどこにお住まいか、そういうことは

当然分かっております。しかしながら、結果

的にそういうこともあるということでござい

まして、ですから例えば町内、校区で言いま

すと４校区バランスがとれた採用ということ

になればいいんですけども、どうしても偏っ

たようなことになると、例えば石海の方で今

言いましたように参観日があるとか、そうい

うことになると、その時間帯休まれるという

ことになりますので、ですから結果的には、

要するに安定した人員が確保できない部分も

あるということでございます。 

 それと偽装問題、これにつきましては、ど

ういいますか、私どもの責任があるというふ

うには思うとりません。いわゆる、善意の消

費者でございますので、要するに使う側でご

ざいますので相手の、いわゆる検査書、証明

書なんかを信用していかざるを得ないという

ふうに考えます。原因が町にある場合には当

然太子町、最終的にはトップということにな

ろうかと思います。 

 それと、このプロポーザルの結果による見

積もりのことでございますけども、提出とい

うことでございますんで、これは一度考えて

みたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 １番井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほど来より給食センター

のことばかりで恐縮ではございますが、次長

も先ほどの話でセンター方式でいきたいんだ

というようなことを言われておるんですが、

そういった意味で建物を建てないけないと

か、パートさんの入ったことで人の充実も図

っていかないことであるとか、いろいろなご

苦労はあるかと思うんですが。私、どこか民

間委託ていうか、その会社に抜本的に全部を

学校の給食だけをつくってくださいというよ

うなとこで、いろんな食品会社があると思う

んですが、似たようなものを１カ所でつくっ

てくださいと、給食費は350円ぐらいで何と
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かならんかというような全部を外注に丸投げ

というんですかね、食材のいろんな管理面

は、品質であるとかいろんな管理面はこちら

の方で行っていかないことはならないと思う

でしょうが、そういったお考えはありません

か。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 いわゆるデリバリー方式のことを言われて

るんかなというふうには思いますけども、ご

案内のように太子町におきましては昭和48年

から今まで単独、各学校にあったものを集中

してセンター方式で来たと、給食センターを

建てて35年ほどたってると、大分老朽化して

るので検討していこうということでございま

すけども、これは、ですから今ご答弁でも申

し上げましたんですけども、一般的にはデリ

バリー方式、いわゆるセンターがない、これ

から給食をやっていこうかなという行政の試

行ですね、それの方法としてはそういうこと

が普通取り入れられてる。そこから始められ

ている。そのためには、普通は最低各学校に

配ぜん室、これは設けな、普通要るわけです

けども、それも外してる、いわゆる弁当箱で

ということでの方法も確かにございます。で

すけども、町におきましては今までセンター

方式、これもやってきてるのでこれでやりた

いと、センター方式の方でメリット的には、

同一敷地内で調理委託をしたとしても調理現

場への指示、確認、そういうことはスムーズ

にできるということで、全体的には経費も安

なりますし、それと県の栄養士が、これは県

費によって、県の費用によって栄養士がつい

てくる。デリバリー方式ですとセンターがご

ざいませんので、教育委員会の中に給食係ぐ

らいしかいないという、１つの係ぐらいとい

うことで、経営者、その調理現場といいます

か、業者に委託しとりますんで、そこら辺の

指示、確認が非常に難しい、それと保護者の

理解はちょっと得られにくいんではないんか

なあと。それと、今言いました運営費も高く

つく、今でしたら県の栄養士が２名でした

ね、２名来てますけども、そういう県の栄養

士も配置がないというようなデメリットもご

ざいます。そうした中で、本町におきまして

は今までやっておりますセンター方式を継続

していきたいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） この際暫時休憩しま

す。 

 再開は１時10分とします。 

（休憩 午後０時10分） 

（再開 午後１時09分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 １番井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほど来からも次長のご答

弁で経費面が問題であるとか、いろんな話を

されておりますが、補正予算等にも上がって

ますとおり、給食センターいろんな複写機の

コピーの賃貸料であるかとか、そういった意

味でもセンターを持っているから生じるとい

う経費も多々あるかと思うんです。その中

に、この間の一般質問等でも質問をさせても

らいましたとおりに、やはり建設に当たり

15億円ぐらいのお金がやっぱりかかってしま

うんです。 

 太田小学校の話にまた戻りますが、いろん

な教室のふぐあいであるとか、いろんなふぐ

あい箇所のそういった予算取り等も目を向け

ないで、ボランティア組織であるおやじの会

の方々にそういったご負担をかけていること

もご承知やと思いますが、そういった意味で

建設は、ある意味踏みとどまっていただきた

いなというのが私の本音でございます。そん

な中で、どうかひとつ、もう一つ細かい資料

提出を再度要求をいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 資料要求のお話で

ございますけども、今ちょっと準備しており

ますので、できるだけご要望に沿いたいとい

うふうに思います。 
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○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ２番清原良典議員。 

○清原良典議員 午前中の次長の答弁に対し

まして、２点ほどお伺いじゃなしに、直接こ

の補正予算に関しての金額的な、金銭的な問

題ではないんで、ご答弁は後日で結構ですん

で。 

 １点目は、パートの雇用関係について、町

内で４カ所の地区の大体同じ数ぐらいとか、

満遍なくというお答えをされてましたが、そ

れはあくまでも、それに関しては非常にいい

ことでありますが、何分契約内容さえしっか

りしておけば問題はないと思います。 

 それと、あとの外注委託に関して仮に偽装

が発覚したとき、何か問題が起きたときにど

の時点でどう対処し、責任をとるのかという

ことに関しまして、外部委託にしてしまえば

全部外部の責任やというお答えをされました

が、あくまでも町民の血税を使っての外部委

託になりますんで、私が言いました偽装等の

問題は想定されて、こういう問題が起きたと

きはどう対処して、どう責任をとって、どな

たがどういうふうに責任を負っていくかとい

うことは、明確に今のうちにされていただい

て、後日で結構ですんで、またお知らせ願い

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 次長。 

○教育次長（塚原二良） まず、パートのこ

とでございますけども、これにつきましては

勤務時間帯、これが８時から３時30分、１日

６時間45分、週５日ということでございまし

て、賃金は時給890円ということでございま

す。あとの雇用保険関係とか、そういう条件

的には通勤手当等々はなしということで、労

災保険だけ加入という条件下でございますの

で、ですから職員といえども…… 

（清原良典議員「細かいこと後日でよ

ろしい、ここで時間とりたいないか

ら」の声あり） 

 はいはい。 

（清原良典議員「もし何か問題が起き

たらだれが責任とるのか。それももう

後日で結構です」の声あり） 

 偽装問題ですけども、これは食材を納入し

ていただく、これについては肉なり皆一般質

問のときにもご答弁をさせていただきました

ですけども、それぞれの証明なり生産者直の

場合でしたらいついつに、いわゆる納入日誌

ですけども、いついつに施肥、また農薬はい

ついつ使うたというようなもんを、要するに

書類を添えて納入していただくということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ８番中井政喜議員。 

○中井政喜議員 １点だけちょっとお尋ねを

します。 

 たくさんの方がご質問されてますので私の

聞きたいところはほぼ出尽くしたかと思うん

ですけれども、その中で13ページの土木費の

中で、一番下の委託料、この関係をちょっと

お尋ねしたいと思います。 

 林田川の堤防の路面の除草委託料の減額と

か道路の清掃委託料減額、植樹の関係の管理

の委託料、それぞれ100万円ずつ減額がされ

ているわけですけれども、当初予算の中では

1,310万9,000円という予算で上げられとるわ

けですけれども、この委託料の100万円、

100万円、100万円の減額がどういった形でな

されたのかというのがちょっと気になるとこ

ろですけれども、ご説明をいただきたいんで

すけど。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 厳密には100万円ちょうどではないんです

けども、まだ委託が残っておりますので

100万円という形で３件出させていただいて

おります。厳密には林田川堤防線外につきま

しては、現状では128万円の減、それから道

路清掃委託につきましては120万円の減、植
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樹管理委託料につきましては105万円の減と

いったふうなことで、まだ委託が残っており

ますので若干少な目に減額ということをさせ

ていただいております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第４７号 平成１９年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第２、議案第47号

平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 国保の補正予算の中で、一

応歳出の保険給付費の関係することでござい

ますが、療養給付費交付金が現年分で

3,756万4,000円という補正になってるわけで

すけれども、退職分に係る医療費が当初見込

みよりも多くなったと、こういうようなこと

であります。これらの具体的な内容につい

て、今後の療養給付の動態について説明を求

めます。 

 それから、今回歳出の中で来年４月からの

65歳以上の退職被保険者また被扶養者、こう

いうものが種別の変更で、対象が1,400世帯

ということになっておりますけれども、実際

にこの方々に広報で知らせるというようなこ

ともございますけども、十分な周知がなかっ

たら何のこっちゃら分からんということにな

ってくる可能性もあるわけですけども、その

対応についての説明と、葬祭費を補正してる

んですが、今年はそんだけ、当初見込みより

もようけ亡くなっとんでしたかいね。ちょっ

とその点も説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今期の退職医

療の補正に伴いますところの医療見込み、動

態のお尋ねがございました。これにつきまし

ても、当初見込みとかなりの差が出ましたと

いう関係上この補正をお願いしておるわけで

ございまして、その内容等につきましては、

当然予測の範囲外ということでございまし

た。当初の段階ではなかなかそこまでの見通

しができなかったということでございます。 

 それから、２点目の65歳以上の退職医療が

今度４月以降、一般の方に振りかわってまい

ります。その辺の周知の関係でございます

が、これもやはり広報等で周知をしていかな

ければならないわけでございますし、また、

ちょうどその方々につきましては一応被保険

者証の有効期限が３月いっぱいというところ

で、また年度の変わるところにつきましては

被保険者証の交付といったようなことがござ

いまして、それらの機会までにもやはり周知

を図っていきたいというに思っております。 

 それから、３点目の葬祭費の関係でござい

ますが、桜井議員さんご指摘のとおり、当初

見通しよりも数が多ございますし、決算見込

みを立てますときに当初予定の数よりも上回

っております。ちなみに申し上げますと、当

初では大体過去３カ年の平均をとって171件

というような見込みを立てとったんですが、

今後の見込みを合わせますと、どうも193件

ぐらいになりそうだというところで、その差

額をもって今回補正をお願いしておるという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先に保険給付にかかわるこ

とで、今の疾病医療の動態は、１人当たりの

費用ももちろん出てくるわけですけれども、

罹患の状況というのがある程度これ見通して

の補正だと思うんですけど、その点はどうで
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すか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 医療費の動向

につきましては内容分析といったところが一

方にあるんですが、これも毎回答弁の中では

なかなか分析が分析として出てこないという

ことでございまして、今般の件につきまして

も、そういった分析的にこうだといった要因

というのはなかなか見つからない状況でござ

います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ちょっと今医者へ行ったさ

かい分かったんやけども、この国民健康保険

証というのこないなったんね。これ、例えば

社会保険のもんと比べたら、非常に薄っぺら

いちゃちなんやけども、耐久性とかいろんな

面に対しては全然問題ないんですか、これ

は。コストはほいでかなり安いもんですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 耐久性のお尋

ねでございますが、今国保の方では一応被保

険者証１年、これまでもそうなんですが、１

年で更新を行っております。で、社会保険の

方では２年、３年といった有効期限でもって

対応されておりますので、やはりこういう、

何製というんですかね、プラスチックじゃな

い、少し強いカード式のを採用されておると

ころがほとんどだと思います。有効期限の関

係上、そういった紙製というところでさせて

いただいたんですが、コスト面につきまして

も、今単価的にはちょっと手許にないんです

が、10分の１程度の単価であったというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 国民健康保険というのは、

全国的に一応のある種の基準はあると思うん

ですけれども、全国一律ではないと思うわけ

です。そういう面からいいますと、太子町と

いうのは負担金、個人の負担ですね、これは

全国的に言うてどんなんですか。全国の平均

というか、高いとこと安いとことあって太子

町はこの辺におるんやという、それは出しに

くいですか。応能応益、皆それぞれが違うん

でしょう、各市町村によって。だけど総額

は、金額は一緒ですわな、どういうふうにし

ようとも、負担というのは。これはどないと

いうか、病気にかかるとかかからんとかいろ

んな条件あるけども、いろんなことも加味し

てもやね、ある種保険の安い町というのはよ

く出てくるわけですよ。で、高い町と。ほん

なら、例えば沖縄と青森とか、それから長野

の、あれ何とかというとことか。だからある

程度比較ができるから、累積じゃそういう比

較のものが数字が出てくると思うんやけど

も、太子町はどの辺のレベルにあるんです

か。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 全国の平均値

の数表を今手許にないので、どのあたりとい

うお尋ねにつきましては明快なご答弁申し上

げられないんですけども、それぞれの負担の

軽重といいますか、のはかる要素といたしま

しては、もちろんかかる医療費の高低がござ

いますし、また、やっぱり所得割という掛金

の要素がございますので、所得状況、所得分

布が高ければ高いほど負担は多くなるという

２つの大きな要素があろうかと思います。そ

れらを含めまして、全国のどの辺にというお

尋ねにつきましてはちょっとはっきりとした

ご答弁はこの席ではできないということでご

承知を、ご了承いただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 別にこの国保だけやないん

ですけれども、どんな事業でも一つの目標を

やっぱり持たんと。だから自分とこの保険の

会計をどれだけ下げるかというのは、何かそ

こに一つの基準というか目標がなかったら、
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下げるというたって、上がっとんや下がっと

んやというてわからへんでしょ。で、テレビ

なんかでようやっとんのは、日を決めて、町

民がそれぞれどっかに寄って体操をしたと

か、それからプール使うてどういう運動をし

たとか、それによって病気が減って、医療費

がぐっと下がったと、そういう話がよく出て

くるんやけども、それは僕は自分とこの町の

医療費が高いと、こんなことや困るからもっ

と下げようやないかという運動の中で出てく

ると思うんやけども、それが太子町が一体今

のこの医療費がよそと比べて高いのか安いの

か、ただ病気になるから負担が増えるんや

と。それじゃ、どないいうんかな、行政とし

ては僕はおかしいと思うんや。 

 だから一つの目標を持って、例えばこのた

つの市が、例えばですよ、たつの市が１万円

で太子町が１万5,000円、2,000円、3,000円

なら、これはちょっと高いん違うとか、そう

いう一つの何かあるし、そうかというてよそ

が１万円でうちは8,000円やったらかなり頑

張っとんと違うかという、そういう目安とい

うもんが絶対要るんと違いますか。だから僕

は全国平均どうこうというんやなしに、やっ

ぱり努力しようとこはこういうとこで、先進

地はこういうことをすることによって医療費

というか病気になる人が減ったとか増えたと

かというのを、やっぱり絶えず見ておかない

かんのと違うかと思うんですけれども、そう

いうのについて余り関心はないように思うん

ですけれども、どうですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まさしく今各

保険者に求められておりますのが、今上田議

員さんおっしゃられる部分でございまして、

予防の方に力を入れるという方向が医療保

険、介護保険で鮮明になってきております。

で、おっしゃるとおり、当然低減を図ってい

くというのが保険者として当然と言われる向

きがございまして、従前は今ご指摘のとおり

の部分があったという感じがせんこともない

ということで、目標値といいますか、低減に

向けての予防的措置というのをこれからどん

どんと入れてくるというのが、まさしく今度

健康保険法の改正によりましての特定健診等

を初めとしましてそういったことの義務化と

いいますか、そういうことの方面での力を注

ぐというところでございまして、今太子町の

置かれておる、どの辺にということでござい

ますけれども、県下では中程度というふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４８号 平成１９年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第３、議案第48号

平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この介護保険制度は全国的

にも今マスコミでもいろいろ一部負担金の問

題などで利用しにくい、また利用をためら

う、制約をする、こういう形で、利用者の側

から見ればそういう形になってるケースが報

道でもよくされるわけであります。本町では

一応決算見込みということでありますが、保

険給付費、介護サービス費がトータルで

4,940万4,000円っていうことで補正追加され

てるわけですが、居宅介護、それから施設介

護、居宅介護サービス計画、それぞれの給付

費がそれぞれ一定の追加を見ているように思

うんですけれども、これについても保険利用

の動向、そして今後の、具体的なものについ

ての説明と今後どういうふうにこの会計でも
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なってこようとしているか、また利用しやす

くする手だても必要かと思うんですが、その

取り組みについて説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 介護サービス

費の補正の中身といいますか、そのご説明に

なろうと思いますが、当初の見込みとかなり

の差が出てきておるというところでございま

して、特に、金額的には通所介護、俗に言い

ますデイサービスの部分が当初見込みから決

算見込み等を比較しまして約3,000万円の開

きがございます。それから、短期入所の生活

介護、これにつきましても当初見込んでおり

ましたものよりも800万円の不足が見込まれ

るというところで、大きなところでは申しま

した通所介護、それから短期入所、また訪問

介護のところで大きな乖離を見ておるという

ところでございまして、これも予測というの

が当初予算編成時にはなかなか見込めないと

いうものでございます。 

 利用しやすくというところでのお尋ねでご

ざいますが、利用しにくいというところでは

私そうかなということで、今のお尋ねにつき

ましては、どういいますか、最善を尽くして

おるんですがという言い方しかできないとい

うことでご了承を願いたいと思います。 

○議長（北川嘉明） ほかに。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 皆さんなかなか懐ぐあいと

の相談で、やっぱりこれ一部負担ちゅうのは

ついたら介護保険っちゅうのはもうほんまに

自分で考えて、当然こういう介護保険の世話

になったらというても、これがあるさかいな

あというて後の金のこと考よったらというこ

とになったりして、だんだんだんだん、ほん

まは居宅で元気で送れるようにすべきことが

そうでないような形になったり、倒れている

のが分からなかったりするようなことが起こ

ったりするんですよ。だから、そういう金持

ちの論理でこれやると全然話にならんから、

それで私はそういうのはしっかりつかんで、

利用しやすくしていく手だてを講じないと、

保険あって介護はないというようなことが、

やっぱり地で行くようなことになるんで、報

道関係でもしょっちゅう、国保、医療費の問

題とか介護保険のあり方については全国的に

も批判が絶えないと、こういう状況があるん

だと思うんです。だからしっかり、ケアマネ

ジャーなんかも忙し過ぎて体がもたんと言わ

れるようなこともあったりしますのと、大変

ですから、そういう中でしっかり需要をつか

むということが大切だと思うんですけど、そ

ういうことが繰り返されて、より利用しやす

いような形になるんだと思うんです。そうい

う対策なんですよ。その点いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 介護保険に限

らず一部負担の関係で、特に今般の低所得者

対策というところで、もとであります国の方

でも低所得者の措置について、今検討が加え

られております。保険者等々からもそういっ

た低所得者につきましては法律の方でそうい

った軽減策があるんですが、今の状況、格差

の問題じゃないんですが、そういったさらな

る対応というところで、今国の方で検討をい

ただいておるというところでございます。 

 また、ケアマネジャーの件につきまして

も、もうこの介護保険制度の一つの一種かな

めとなるキーパーソンでもございました。

で、それの勤務の状況等々もかなり重いもん

が、責任も合わせまして重いもんがあるとい

うところでございますので、そういった待遇

的なもんにつきましても考えていただきたい

というのは私も同じ思いでおりますが、町と

いたしましてそれら等の対応と申しますと、

なかなか直接的に対応がないといったところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この介護保険制度というの

は、私もこの年になりまして、私の周囲とか

身内も含めて結構利用しとう人があるんです
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けれども、物すごいええ制度やなあと思いま

す、ただしお金に余裕のある人は。だから、

私の知っとる人では大体まあまあそこそこお

金余裕がある人なんですけども、その人らは

結構やっぱり、なるほどなと、こういうこと

までしてもらえるんかと、こんなサービスま

でできるんかと言うて、もうほんまに草引き

から何からすべてやってもらえるから、物す

ごいええシステムですわ。 

 で、それで一方、しかし考えよったら、こ

れ負担ができない人、これどないなりまんね

やという疑問がわくわけなんやけども、それ

に対する施策というのが、一応低所得者には

というのはあるんですけれども、それはなか

なか、それは世間通用してないですね、知ら

れていないというか。もう少しそういう人ら

に窓口を開くというか、相談員をきちっと置

くと言うと何ですけれども、その人らにこう

いう場合には、ここにこういう相談、役場ま

で来いでも相談する人がありますよとか、何

かもうちょっと親切というか丁寧なものが要

るんと違うかなというのはつくづく思いま

す。だから、お金のある人は平気でどんど

ん、もうそれ以上使われませんよというぐら

いな金額平気で使っておられますわ。ほんで

私それ見とったら、なるほどええ制度やなと

は思います。しかし負担ができん人にとって

は、何か宝の持ちぐされと言うと語弊があり

ますけども、何かそういうようなことがある

んで、その辺の手当てというもんはもうちょ

っと何とかならんかなというふうに思うんで

すけれども、それはどうお考えですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 自己負担につ

きましては、やはりそういう所得区分等によ

りましての上限額の設定というところで考え

ておるところなんですが、さらにというとこ

ろになりますと、なかなか制度的に町として

の措置がとられておらないというところでご

ざいます。 

 先ほどの桜井議員さんのところにもお答え

しましたように、今低所得者に対しての措置

ということで、障害者の自立支援法につきま

しては国も方針を出すようでございますけれ

ども、それ以外の介護保険、医療保険につき

ましてはまだ検討をされておるというところ

でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第４９号 平成１９年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第４、議案第49号

平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 老健はこれからだんだんと

年齢の整理がついてくるわけですが、ここで

も上がっておりますように医療諸費、医療給

付費が8,391万7,000円ということで、１人当

たりの医療費の動向と、それから10月からの

75歳到達者の対象者が増えるということで、

それぞれ医療費の増え方、それから対象者増

っていうことでの人数を含めて、今後のこの

老健についての動向、見通しについて説明を

求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 老健の当初予

算の段階でも、この10月以降対象人員が増え

るというところを見込んでおったわけでござ

いますけれども、それも医療費、給付費の伸

びに飲み込まれたという感じで上半期が推移

をしておりまして、今後下半期の推移につき

ましても、昨年度もありましたが、行けると

思っておったのがなかなか寸前になって例年

と逆の伸びを示したというところで、急遽ば
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たばたとしたようなお願いをしたというとこ

ろもございまして、今般もそういった点も見

込みまして、下半期の見通しを立てますと、

やはり当初見込んだ額ではおさまりそうにな

いと。また、寸前になって給付に支障が出て

も困るというところで、今般の補正をお願い

しておるという状況でございます。 

 人員等の増につきましては、当初も大体見

込んでおったとおりでございまして、これま

で10月から11月、２カ月の実績が過ぎたわけ

ですけれども、ちなみに10月中に増員、増え

ました人数が14人、それから11月中には23人

の増が見込まれておりまして、大体月20人ぐ

らいの増加が今後続くというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑ありません

か。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただ、20人ぐらいは続くと

いうふうに言って、ほいで医療費そのもの

の、今の疾病、罹患っていうことでの、この

１人当たりの医療費が増えるっていうことは

新生物等のものが増えているからというよう

な、いろいろ見ていかないといけない、これ

も医療動向全体として見ないといけないと思

うんですけれども、それらのことについては

見とんですかね。後から今年度は増える、去

年もほんま確かに年度末にややこしいことあ

りましたし、そういうことを考えて今回の補

正やということを言よるようですけども、実

際にどういうふうに見通しを立てとるかとい

うことを、ほいで動向をしっかり踏まえてい

るかというのは大事なことなんで、再度伺い

ます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これまでのレ

セプトを中心としての分析というところにな

ろうかと思うんですが、先ほどの国保のとこ

ろでもお答えをいたしましたとおり、その内

容でもって今後の下半期の推移を見るという

のもなかなかできません。やはりこれまでの

過去の年度の傾向、また今年度の上半期のそ

ういった給付費の傾向というのはどうしても

中心になってまいりまして、やはり下半期も

ある程度それを見込んだ上での推計でござい

まして、今桜井委員さん言われる、どういっ

た病名といいますか、病状といいますか、そ

ういったところのグラフ化というのはなかな

か難しゅうございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今年はあれでしょ、これそ

うなってほしくはないけども、インフルエン

ザが前倒しみたいにして出てきて、それがお

さまるかおさまらんかというのはまだわから

へんわけですわな。だからそういう中で、こ

れも１人当たりの医療費が増えるっていうこ

と、罹患しとる対象者が増えるっていうこと

よりも１人当たりの医療費が増えるというこ

との方がどういう形になってきているか、ま

たそれに対する対策がどう行われるかという

のは大事なんやね。だから、そこらをつかん

だ取り組みが必要ではないかと思うんで伺っ

とんですけど、いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 当初予算を組

む際にもご説明を申し上げておるんですが、

やはりそれまでの実績、大体過去３カ年の実

績の、俗に言う伸び率がポイントとなって予

算を組んでおるわけでございます。当該年度

の１年を通してのそういった、例えば一例と

申しまして、インフルエンザの流行ぐあい

云々っていうのはなかなか予測が不可能でご

ざいまして、当初組むときにはそういった過

去の実績、また診療報酬の改定数値が間に合

えば加味できるんですが、なかなか診療報酬

の改定につきまして、２年に１回ですが、予

算編成時には出ておりません。そういうなこ

ともございまして、どうしても過去の実績数

値の伸び率というところに頼らざるを得ない

というのが当初予算の編成時の状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ
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んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第５０号 平成１９年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第５、議案第50号

平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第５１号 平成１９年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第６、議案第51号

平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 前処理場の施設もかなり老

朽化しとんですけれども、当初の能力からい

いますと、今は何％ぐらいの稼働率になって

ますか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 15％、当初といいますのは、２つそういう

経緯がありまして、基本的にはやはり最大の

ものを考えることですが、実際能力の15％程

度の配水処理水量となってると思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 建設当初のカタログがある

わけなんやけども、あれが、一応私は日量の

処理能力やと解釈しとるわけなんじゃけど

も、あれを運転するについて、今僕の見たと

ころではほとんどとまってますね、施設が。

で、ポンプは少し生きとうけども、あと、例

えば攪拌モーターとか、いっぱいモーターあ

るけども、あそこで動いとるというたらほん

まに指折り数えるほどですわ。それとプレス

ね、プレスもあれ辛うじて１台動いとんか

な。見たところ余り稼働してないようなんや

けど、それは年間出る計器というかかすの量

があれぐらいやから、ポンプの能力からいう

たら微々たるもんや思うんやけども、ああい

う状態でやっぱりいつまでも動かすつもりで

すか。 

 私は10年ほど前に、もっと抜本的に見直し

て、ちょっと専門家を入れて見直したらどう

ですかということを提案したんやけども、も

う10年になりますわな。例えばですよ、１億

円始末しょったら、10年やったら10億円始末

できとうわけや。5,000万円始末できとった

ら、５億円始末できとうわけや。あの当時や

っとったら、もう既にそれぐらいな金は浮い

とったはずやと思うんや。だけど何ぼ議会か

ら提案しても、やる気ないというのはどうい

うことなんですか、それがよう分からない、

僕は。言われたこと皆できるかおっしゃるの

は分かりますよ、それは。だけど言われたこ

とを一応検討してみたけども、こういうこと

でやっぱり今の方がいいとか、それはできな

いとかという返事は一切返ってこうへんです

わ。私も何もやみくもにやってみいとは言よ

んと違うんですよ。僕は業者まで言うただけ

ですよ、あそこの業者やったらやるん違うか

と。でもその業者には連絡も何もしてへんわ

な。だからこっちから、どないいうんか、私

が知っとうことをずっと提案してみても、全

然取り上げる意思がないちゅうのは、僕はど

ういうことかいなというような、それがよう

分からんのやけども。 
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 どないですか、あの施設はあれ本当言う

て、あんな広い場所でやるべきもんと違う

で、今になったら。もう、極端な話、30万

円、50万円の費用を削りょんでしょ。そりゃ

結構なことですわ、削るんは。そのかわり何

百万円という金が無駄に流すというのは、こ

れは僕はおかしいと思うんや。そりゃ関西パ

ブリックの都合もあるかも分からんで、森興

業にしたって、それぞれの企業の都合はある

と思うわ。だけど、そりゃその都合があった

としても、例えば東芝でもそうですわ、ブラ

ウン管やりょったのはここがなくなったさか

い業者は皆やめてもうたわけやから。その業

者の都合で事業を継続するというのは行政ぐ

らいや。企業はそうはいかんが。企業はそん

な下請のために事業できへんのやから、やっ

ぱり自分とこの事業部門が、ブラウン管なら

ブラウン管がなくなったらやめなしゃあない

んやから。僕はあれ、あのまま継続さすとい

うのは、ほんまそりゃ関西パブリックにして

は宝の山やし、森興業にしたって宝の山や

わ。これ検討するつもりありませんか。再

度、10年ぶりにまた聞きますわ。どないです

か。検討というのは、あれを何とかしてもっ

と安く、例えば5,000万円でも安くできる方

法があるかないかということの研究をすると

いうことです。ないですか、どうですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 俗に言います

維持管理費全体の問題でございますけども、

一時期私もいろいろ考えておりまして、要は

汚泥、脱水計器といいますか、汚泥をつくら

ずに直に流したら、割合管理費が減ると。俗

に言う中継ポンプ場的な意味合いでのこと

で、揖保川浄化センター、県の下水道課等協

議行った記憶がございます。そういったこと

で、最終的にはやはり県の方としては難しい

という回答でした。それから後、水量、排水

量といいますか、水量が減ってきておりま

す。その中で、俗に言う県の下水道の水質の

範囲内で排水を希釈して、薄めて基準に合う

ように放流するといったことも検討したわけ

ですけども、これについても県の方に協議に

行ったわけですけども、県の方としてはそう

いうことではだめだという、現実に回答をい

ただいております。 

 また、その後はまだ行っておりませんけど

も、今後水量が落ちてくる中で井戸水でもっ

て希釈し、その分揖保川浄化センターに対す

る水量が高くはなりますけども、全体的な維

持管理費の減とかの面でいろいろ比較検討し

たこともあるんですけども、ああいう施設、

県の流域の下水道の縛りを受けていますの

で、やはり県の協議の中で難しいという話を

聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 あのな、そりゃあんたそね

えなこそくなことをやりなはんな。薄めて流

そうかい。そんなことを県に相談していた

ら、あほとちゃうかと言われるのは当たり前

なこっちゃないかい、そんなもん。そうやな

しに、あの施設を見せて業者に、で要らんも

のは要らん、つけるものはつけて、それで年

間どれぐらい、何千万円安うて、なおかつ初

期の目的が達成できるかということを、何で

業者に相談せんねや。 

 いや、ほんで関西パブリックも関西パブリ

ックや。何十年あっこにおって、こういう改

善をしたらこうなるということは、あの人ら

提案でけんのんかいや。そんな安もんの会社

かいや。自動車見てみな、自動車だけやなし

に、30年前の自動車と今の自動車とどれだけ

違うとんな、進歩しとんねや。あれ30年間何

も進歩あれへんやないか。そんなばかな施設

ないで、日本の国で、30年前と同じことやっ

とうとこというたら。考えられへんやろ。 

 だから自分らで考えんと、何でもあんたほ

かのことは、自分とこ、太子町の総合計画で

も委託すんだろ。そんならあの事業を一遍、

そりゃ大して金かからへんから、かからんよ

うに言うて、もう30万円でも50万円もええさ

かい、それぐらいな金で何とかこれ見てくれ

と。ほいで見て、金払うまでにこれ何とかな
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らへんかという相談かけて、何とかなりそう

やというんやったら、ほんならとにかく30万

円か50万円で一遍これ全部見直してみてくれ

へんかという、相談かけた業者やったらやり

ますがいな。何であんな何億円というような

金をあそこへずっと入れていかなあかん。 

 僕は考えよったら、関西パブリックがある

限りあれをするんかなあという気がするわけ

で。請け負うてから30年も40年も改良をよう

せんようなとこと契約打ち切ったらどうや。

逆に言うたら、僕はそう言いたいわ。要する

に、余計なことええから、改善する意思があ

るんかないんかだけ聞きたいねん。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今、先ほどそ

ういうコンサルとかメーカーに問い合わせ

云々の話でございますけども、これにつきま

して私も、４年ほど前だったと思いますけど

も、１回見て検討してほしいということをお

願いしたんですけども、そのときには要はこ

ちらからの費用の予算をおいてなかったもん

で、そのままになってしまった経緯がござい

ます。しかし少なくともいろいろ今後も、あ

そこまで老朽化というんですか、老朽化をか

なりしておりますので、いろいろと検討をす

る必要があるというふうには考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第５２号 平成１９年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第２号） 

○議長（北川嘉明） 日程第７、議案第52号

平成19年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今回の補正で、料金を引き

上げて、１月からの改定に伴うというような

ことで上げてるんですが、1,296万円、これ

はこの料金のいわゆる計上をしている根拠に

なるものについて説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） これにつきま

しては、昨年度の２月の検針の使用料金と３

月検針の料金から算出いたしております。２

月検針の分につきましては12月、１月の検針

分でございますので半分を基準に、３月検針

の分は１月、２月が全量となっておりますの

で昨年度の分の全額ということで、要は２月

検針、３月検針分の昨年度の分から算出いた

しております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ２月、３月の検針分ってい

うことですけど、一応今回料金体系も一応言

ってるわけですわな。どのところにどれだけ

の使用料があって、こういうこの1,296万円

になってるかということを聞きょんです。だ

から２月分は、１、２月の分の２分の１でし

ょ。ほいから、今言われたように、12、１が

２月分で、３月は１、２月の２カ月分ってい

うことで全額という、それはこれまでの説明

ですからそれでいいんですけども、量です

わ。逓増になった量に基づいて、どの使用者

がどれだけおってこれになりますかというこ

とを言よんです。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） そういう計算

は行っておりませんで、先ほど言いました昨

年度の料金でもって算出いたしております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いや、昨年度ではわからへ

んだろう、使用料に、使用料で根拠になん

の、量は。何トンということが根拠になん
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の、違うんですか。それを根拠に計算せなん

だら、1,296万円出えへんのんちゃうん。

30トンからというて段階ありますわね。それ

に基づいて計算せなんだら出えへんの違いま

すか。出るんですかね。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほども説明

いたしましたように、要は全体で総額何％増

額になるといったことから、昨年度の２月検

針分、３月検針分から算出いたしておりま

す。 

 以上です。 

（桜井公晴議員「分からん、量が分か

らん」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 １点、これうちの所管です

から余りこうくどくどと聞くつもりはないん

ですけども、太子町とよその施設との物すご

い大きな違いのとこがあるんです。よそには

ないけども太子町だけが採用しとるものがあ

る。それはジョイントなんですよ、つなぎ

目。よそはフランジなんですよ、ほとんど

が。で、太子町の場合はフランジも採用しと

るけども、フランジ以外にバンドを採用しと

るでしょ。あれの性能について説明をいただ

きたいと思うんです。 

 ここにショーボンドストラブカップリング

というのを使うとるやない、全部ね。それが

10カ所や20カ所と違うわけなん、いっぱい使

うてあんねや。で、私が心配すんのは、通常

に運転されとうときはまあまあそうは心配し

てないんやけども、エアーかんだときに、

300ミリのパイプにエアーハンマーでどんと

来たときには、このバンドもつんですか。

で、これの性能というのも一体、私の調査で

は、20年はもつだろうと言うんですわ。だけ

どそれまでに水漏れが起きるかも分からない

けど、水漏れ我慢すりゃ20年はもつと。だけ

どフランジは50年、100年もつよというわけ

や。それ１カ所、２カ所違うわね、このバン

ドというのは、何十カ所というて使うとうや

ん。何でこんなことをしたん。よそないよ、

上郡も播磨高原も見てきたけど、あらへん、

うちだけですわ。太子町独特の施工方法なん

や。で、業者さんに聞いたら、何でこんなん

使うたと思いますかというて言うたら、そり

ゃ安う上がるわなと、これ使うたら、コスト

が。だから使うとってんやろうと。というこ

とは、よそよりあの施設はかなり安いんです

か。 

 それはまた所管の委員会で聞きますけど

も、とにかくこのバンドの性能、これちょっ

と説明してください。これが僕はちょっと納

得いかんとこなんです。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今言われてま

すバンド、何かカップリングという名前らし

いんですけども、これの性能といいますか、

現実に使われているわけなんですけども、私

が察しますのに、すべてフランジで現実的に

施工するとなればかなり厳しいんではないか

と。といいますのは、型送りといいますか、

一方から順次施工していく場合には容易に施

工できるというふうには考えます。それがち

ょう字とか要はＴの字とかベンドとか、そう

いうところで施工する上では、やはりどうし

ても中央だけが残るといったことが十分考え

られます。そういった場合、フランジであれ

ば多分パッキンがかみ合いにくいと、施工の

上で。そういったことからフランジではなし

に俗に言うカップリングというのを使われて

いるんではないかというふうには思います。 

 それと１本もんで、フランジでいく場合、

施工は多分しやすくなりますけども、材料と

しては余分なもんを使っておりますので一概

に安くなるというふうには、私はないんでは

ないかというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 あんたそれほんまに技術者

の良心に基づいて発言しようか。いや、ほん

まに。ほんま恥ずかしいない、そんなこと言
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うて。いや、これ言わなしょうがないから言

よんならしょうがないけども。己の、あんた

にも良心あるやろ、良心がや。天に向かって

恥ずかしくないか、そんなこと言うて。むち

ゃくちゃなこと言いなはんな。そりゃ、何も

分からん素人の人にはそりゃ通るわ。僕にそ

りゃないで。あんたみたいな論法が通るんや

ったら、日本国じゅうみんなこれでやりたい

わ、バンドで。このバンドであんたの理由で

通るんやったら、日本全国の業者皆これで通

したいわ。だけどこれじゃいかんから、現場

合わせで苦労しとんのやないかいな。 

 そりゃあんたが言うとおり、こっちからこ

っちから合うて真ん中で合わへんねや。最後

そのためにフランジの位置をずらしたり、み

んなそりゃ苦労に苦労を重ねとんがな。上郡

行ってってみなはれ。こんなフランジでセン

ターこないこと振っとうで。それなぜかとい

うたら、こっちとこっちと合なんだから最

後、最後のとこで振っとるわけやから。そり

ゃ苦労しとってやなと思うがな、あれ見た

ら。当たり前やがな。その苦労がないため

に、せんために、これバンド使うとんだろう

が。だからこれおまえ配管いがんどるだが、

見てみい。こうなって、こんなことになって

やないか、への字にいがんどやないかいな。

フランジやったらへの字にいがまんで、絶対

に。こんなゴムやからへの字にいがむんやが

い。そんなもんを、仕事がしやすいさかい恐

らく業者がして、ほんでバンドを使うとうさ

かいに余計金かかる。ふざけたこと言いなは

んな。 

 このバンド１つとフランジと現場の手間か

らいうたら、こんなもん、だから言よんね

や、これ何ぼするねやというて、僕は。高い

や安いやと言うんやったら、このバンド１個

何ぼするねんというて。それで性能は何年も

つねやと。 

 ほいでエアーハンマーに対しての、あんた

そないこと、300ミリが破裂したらどないな

ると思う。あんな施設一遍で飛んでまうで

な。そやろ。それは分かるやろ、水道やっと

ったら。300ミリよ。300ミリの水道管がここ

で、バンドが破裂したらどんなことになると

思う。あんな施設ほんまにあっという間に飛

んでまうやんか。だから僕は念には念を入れ

て聞っきょうるわけや。だから安心感を与え

るために絶対大丈夫やと、こうやという説明

をしてもらわんと、不安でしゃあない。 

 それともう一つは、これを使わなあかなん

だ必然性というのを、私はどない思うてもな

いから、この性能と、それから一遍現地でよ

う調べてみたで。ほれであの業者むちゃくち

ゃやで。フランジやったってあんたねじ締め

んと帰ったりやな、またそれを検査もせんと

受け取った者も受け取った者や。そりゃ気の

緩みとかうっかり、あんたらうっかりうっか

りと言うけどな、ほいでうっかりで済ますん

だろうけど。一遍ほんまにあればらしてみち

ゃろうかいなと思うぐらいひどいわ。私ばら

さすか、一遍、ほんまに。 

 だから、バンドの説明だけはしてくださ

い。あとは所管の委員会でやりますから。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 私そこまで詳

しく知りませんけども、先ほど言いましたよ

うにバンドといいますか、施工性から出てき

たんではないかということしか、現時点では

分かりません。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（上田富夫議員「ほかにっておまえ、

分かりませんでそれで通すんかいや」

の声あり） 

 それも答弁です。 

（上田富夫議員「分かりませんと言う

のも答弁か」の声あり） 

 あとまた委員会でと言われましたんで。 

（上田富夫議員「委員会でないで、お

まえ。皆知っとってもらわな困るやな

いか」の声あり） 

 続けます。 

 ないようですので、本日の質疑はこの程度
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にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第５３号 太子町公告式 

       条例の一部を改正する条例の 

       制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第８、議案第53号

太子町公告式条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第53号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第53号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第５４号 職員の育児休 

       業等に関する条例の一部を改 

       正する条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第９、議案第54号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第54号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第54号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第５５号 職員の勤務 

        時間等に関する条例の一部 

        を改正する条例の制定につ 

        いて 

○議長（北川嘉明） 日程第10、議案第55号

職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第55号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第55号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第５６号 一般職の職 

        員の給与に関する条例の一 

        部を改正する条例の制定に 

        ついて 

○議長（北川嘉明） 日程第11、議案第56号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ５番服部千秋議員。 
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○服部千秋議員 私は総務委員会に属してい

るのですが、一つだけここでお尋ねさせてい

ただきます。 

 私はこのたびの地域手当がなくなること

は、職員に気の毒で本当に仕方がありませ

ん。以前調整額５％が地域手当３％になり、

またこのたび地域手当がなくなる。国や県と

の関係の中からこのようにされているのは分

かりますが、播磨町や稲美町のように地域手

当を残そうとされているところもあると聞い

ております。 

 職員のやる気という点についてお尋ねした

いと思います。 

 いろいろ意見はあるかと思いますが、私は

町職員は一生懸命仕事をしてくれていると考

えています。100％かどうかは別として、ま

た注意すべき点もあると思いますが、しか

し、私は一生懸命働いてくれていると思って

います。特に最近では、例えば税務課職員で

は夜の11時半まで働いている人もいますし、

またほかの課でも遅くまで働いてくれている

人もいます。団塊の世代がやめられ、正職員

が少なくなっていく、つまり職員の仕事の量

が以前より増え、またこれから職員は深い知

識を以前より求められてくることと思いま

す。だれしも生活をやっていかなければなり

ません。お金をもらって働いております。職

員のやる気が薄れていかないか、そういうふ

うにならないように、それに対する対策は考

えられているのか、お尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） この地域手当と

いいますのは、民間賃金水準を適切に反映で

きるように、主に民間賃金の高い地域に勤務

する職員の給与水準を調整するために支給さ

れるというものでございました。 

 しかし一方、そういう調整の中で、国にお

きましては10月30日付でもちまして人口５万

人未満の市町村で国における地域手当の指定

基準により判断できない市町村にあってはも

う支給対象としないことということが明確に

うたわれましたので、職員にもその理解を求

めてまいりました。これは労使交渉の範囲の

中でございますので、当然職員に対しまして

も過去５回労使交渉を持ちまして、最終的に

は全職員に対しましての理解を深めるため、

中央公民館におきまして説明会も開催させて

いただきました。確かに生活給という一部の

考え方もございますので、一部の職員におい

てはやはりそういうやる気というものはある

程度こういったものに影響するだろうという

考えはございますが、しかしあくまで公務員

は全体の奉仕者であるということの理解のも

とに何とか了承していただきまして、今回提

出をさせていただいたという次第でございま

す。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 国が言ってきたこと、基

準、通達、そういったことも理解、分かって

おりますし、また職員が全体の奉仕者である

ということも分かっております。 

 私はちょっとここで言っておきたいこと

は、やる気をちょっとでも持ってもらうよう

に、そういうような接し方を管理される側

は、職員にそういう姿勢で今後とも臨んでい

ただくことを言っておきます。 

 これで結構です、返事要りません。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ４番上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 これ人事院の勧告を受け、

これに準じてということでありますので、少

し質問させていただきます。 

 まず、先ほど地域手当の件、これは国がこ

ういうような形で打ち出しておりますが、町

としてはどのように考えておるのかというふ

うに思うところをお答えいただきたいなと思

います。 

 それと、それに合わせて17年度の勧告にあ

った勤務実績を給与へ反映するっていう勧告

が17年には出ておりましたが、たつのとかは

きょうも新聞には出ておりましたがやってお



－157－ 

るようですが、その辺のあたりの今後の考え

方があるのか。 

 それから、18年度の勧告においては給与の

特別調整額、管理職手当の定額化というのが

ありましたが、そのあたりの考え方はどうな

のかをお答えいただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 地域手当としま

しては、先ほども申しましたように、職員に

とっては生活の一部、生活給の一部であると

いう考え方でございます。 

 しかしながら、国の方に対しましてはやは

り地域手当が人口５万人未満の市では支給さ

れるべきでないといった中で、やはり特別交

付税に対しましてのペナルティー的な要素も

含んだ物の言い方をされておりまして、やは

りそういったことを考えますと、職員におき

ましてもそういうことは考慮せざるを得んと

いうことでございます。 

 金額にいたしまして約3,700万円の調整手

当ということでございますので、現状の財政

状況からしましたらかなりの部分を含めてい

るということもございます。 

 それと、勤務実績の反映でございますが、

これにつきましては、今現在人事評価の中で

第４次といった試行をさせていただいており

ます。そしてその中で管理職につきまして

は、この10月から来年３月までの勤務成績に

応じまして、来年６月を勤勉手当につきまし

て一部勤務評価を入れていくというような進

み方でございます。 

 それと、管理職手当の定額化につきまして

は、以前に整理をさせていただきまして、現

在定額化での支給ということをさせていただ

いております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 分かりました。で、勤務実

績の、それは第４次の人事評価の中に盛り込

んでいくということですが、今管理職だけや

っておるというのは、それは管理職には手当

がつくということですか、実績に合わせ。そ

の辺はどうなんでしょう。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 調整といいます

のはあくまで、今現在期末勤勉手当の中の勤

勉手当というものが100分の72.5ございま

す。その中で100分の71を基本に置きまし

て、残りの0.15ですかね、0.015ですかね、

その部分をすべて持ち寄りまして、それを勤

務成績に応じて配分していくということでご

ざいますので、現在勤勉手当を支給されてお

る金額の中においてそれを割り振りをしてい

くと、成績に応じて割り振りをするというこ

とでございますので、総額そのものは、今現

在支給されております勤勉手当の率は変わっ

ておりません。その合計の中で、一部すべて

のものが平均的には、例えば100分の71を基

本給としまして、残りの分を成績の優秀な

者、悪い者、そういったものに振り分けると

いうやり方でございます。 

 ただ、来年の６月からは管理職を実施しま

すが、それに合わせまして職員もすべて、今

現在能力評価、実績評価の試行段階でござい

ます。そしてやはり問題もまだかなり出るだ

ろうということも予測されますので、そうい

ったものがある程度職員に納得いただける段

階ですべての職員を対象にやっていきたいと

いうことでございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 私はその地域手当のことも

確かに考えるところにもありますが、そうい

った部分、やはりやる気の問題では能力に合

わせた勤務実績であったり能力に合わせたも

のの確立をやはり、一般質問にありました

が、急いでいただきたいと思いますので、よ

い形を期待したいと思います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 普通、金額が多

い少ないによって逆にやる気がなくなるとい

うことになれば、この人事評価制度そのもの

の意味合いが違いますので、当然人事評価を

する上ではその人事評価において個人がどこ

に能力が欠けているのか、そういった指導を
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しながら職員を育てていくということが本来

の目的でございます。その中で一部そういう

金額的なものが出るということでございま

す。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はいろいろありまして

も、人勧の実施は必要なことだと思うんです

が、町内の、特に一般化する気はないですけ

ども、給与所得者の実態、これは必ずつかん

でおかないことなんですけども、給与所得者

の実態と町の職員の所得の実態というものが

余りにも乖離するということはあってはいけ

ないと。こういうことで、全国的に見れば、

それぞれその地域に住んでる者の勤めている

企業等のこともありますから、かなりの差が

あるというような状況の中で、やはりその地

域、地域の給与所得者と比較において、やは

りどの程度にあるべきかっていうことが基本

になるっていうのは大事やと思うんですが、

その点の調査はされているかどうかというこ

と。 

 いつも言うことなんで、当然全体的につか

んだ上で本町の職員との比較っていうのが必

要だと思うんです。人勧は全国的に見ている

わけで、また人事院制度の持っているところ

はその地域のことでやるわけですから、本町

においてもそれだけのことはやるべきだと思

うんですが、その点と、それから、別表にあ

りますもので、それぞれの分布についても本

席で説明、あるいは委員会でも、これは結構

なんですけども分布状況についても説明を求

めます。 

 それから、いわゆる、これきょうの、先ほ

ども質問がありますけども、新聞でもたつの

とか近隣の市、いわゆる姫路、相生、たつ

の、赤穂、宍粟ということで、公務員に冬の

ボーナスっていうことで、先ほども質問があ

りますような、たつので管理職に格差ってい

う、こういう見出しで報じられておりますよ

うなことが、来年の６月から実施すると言う

ておりますけれども、後の議案とも関係する

んですけれども、姫路、赤穂においては特別

職のカットの部分も出てきておる。そういう

ことがあるわけですが、やはり地域との絡

み、また地域の財政の実態、そういうことで

やっていかなきゃならないこと。生活との絡

みはありますけれども、地域との乖離があっ

てはならないと思いますのでその説明と、そ

れから、いわゆる実施の時期、これ昨日の

10日に支給ということでしょ。太子町どない

したんかいね。その辺も含めて、既に条例予

算を可決しておるところはそれで済んどるけ

ども、そうでないところは、いつどうするか

というのが出てまいります。そういう点で、

実施の時期についても期末、勤勉含めて説明

を求めます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、１点目の

地域の実態に即して調査がなされたかという

ことでございますが、これはやはり太子町独

自での調査というのはなかなか難しいことで

ございます。したがいまして、太子町におき

ましては、もう人事院の勧告によって制度化

していくという考え方で現在まで来ておりま

す。 

 そして、今年度につきましては、今まで国

の方におきましても100人以上の事業所を対

象という選び方をされておりましたが、今年

度、18年度から50人以上の事業所を対象に調

査をされております。したがいまして、かな

り近いところまで調査が進んできてるといっ

た中で、それは太子町独自では調査をされま

せんが、人事院の勧告に基づいた数字を利用

させていただいたということでございます。 

 それと、別表の分布の人数でございます

が、細かい人数は、私は持ち合わせておりま

せんので、もしよろしければあすの委員会の

方でお答えさせていただきたいと思います。 

 ただ、この別表の中の１級、２級、３級と

ございますが、本来は一般職の給与に関しま

しては６級までございます。そして、今回提

案させていただいたものの該当する部分とし
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て１、２、３級の表をつけさせていただきま

して、現在人事院勧告によります給料が上が

る方につきましては、１級の上から９番目で

すか、14万2,800円、この給料の者から次の

表の、いやいや、申しわけないです。２ペー

ジ目の上から２段目の17万200円という本俸

の方から、次の右側の少し下の23万7,300円

と書いてございますが、この間におる人数の

者が給料がアップされるということで、人数

的には対象者が22名、この中におります。 

 それと新聞の方でございますが、太子町の

方につきましては、先ほども申しましたよう

に、試行中ということでなかなか公平な観点

で人を判断するということは難しいことでご

ざいます。ましてや実施が、この19年から初

めてやっていきましたので、そこまで制度的

な到達がされておりませんので、最終的には

やはり公平な評価ができるような状態に持っ

ていく必要があるため、今は第４次というこ

とで、管理職を対象に６月からやらせていた

だくということでございます。 

 そして特別職のカットにつきまして、後の

条例もございますんですが、今回は太子町の

特別職の給与の上程につきましては、本来は

一般職と同じ期末、勤勉の率になるわけでご

ざいますが、過去に、平成９年と平成17年に

おきまして町独自のそういったアップをする

場合、ストップをしております。したがいま

して、他町と比べまして0.1カ月分他市町よ

りも少ない状態が、今現在太子町の部分でご

ざいます。 

 それと、この実施時期といいますのは、う

ちの方は12月21日が最終の可決ということを

考えておりますので、もし可決されるならば

12月27日に支給したいという段取りでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第56号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第56号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第５７号 太子町特別 

        職の職員の給与に関する条 

        例の一部を改正する条例の 

        制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第12、議案第57号

太子町特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とし

ます。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと先にもう一般職の

ところで言いましたけれども、特に今日いろ

いろなときに出てくることが、財政が厳しい

っていうことを繰り返し言いまして、また自

立を決めた後には自己決定、自己責任という

ことを主張し、その後においては補助金、負

担金あるいは税の引き上げで住民に負担を強

いるというようなことを繰り返してきている

わけであります。今後もそういう形になって

いくことが計画化されようとしているわけで

ありますが、そういう中で、ただ町の制度の

改悪とか負担の増大に加えて、国、県の悪政

によって住民生活はさらに疲弊している中

で、特別職と教育長、さらに議員、こういう

ものの期末、勤勉に係るものについては引き

上げを見合わせるというのが今、少なくとも

引き上げを見合わせるということが大事であ

ると思うんですけれども、それについての対
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応について。 

 それから、そのために、たまたま紹介され

たのが、きょうの新聞に載っておりましたの

で紹介したように、姫路市の場合は20％市長

が、それから副市長が15％、これは2005年か

らやっていると書いてるんやね。それから、

赤穂市も市長が10％、副市長が５％とそれぞ

れ減額をして対応をすると、こういうふうに

なっている。これ今の時勢からいえば当たり

前のことだと思うんですけれども、その点に

ついて、やはり町のトップの方が言わない

と、これなかなかそうするということはでき

ないと思うんですけれども、これについて当

たり前やと思いますか、どうですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今度の人事院勧告の関

係で管理職、特別職ですね、の改定というの

も私も悩んだところでございますが、先ほど

総務部長の方からも報告がありましたよう

に、人勧は人勧として確実に取り組んでいか

ないと、私も以前２回、太子町では人勧にそ

ぐわない決定をしたというようなことも、も

う記憶から飛んでしまっておるというような

こともございます。やはり人事院勧告は人事

院勧告としてしっかりと受けとめ、その中で

また対応するべき面はやっていこうと、この

ように考えておるところでございます。 

 私どもにいたしましても８％、７％、６％

のカットというのは現在も続けておりますの

で、そうした面は十分考え合わせながら、今

回上程させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いや、それは十分承知して

ます。ただそういうことを、８、７、６をや

っとるからというて、いいんじゃないんです

よ。住民にはもう厳しいことを押しつけてい

るわけですから、こういうときに、人勧はあ

くまで一般職について行うものであって、特

別職についてはそれぞれの報酬、給与引き上

げの議案として、また事件として処理される

ものですから、人勧に何も基づかなくてもい

いと。そしてまた高給なんですから、その必

要はないと、私は思うんです。 

 それで町民生活との絡みで言ってるわけで

ありますから、先に８、７、６をやってるか

らこれが当たり前っていうことではないとい

うことで、姿勢を伺っております。 

 特に特別職に準じて行われる議員、これは

勤勉手当などについても本来はもうこういう

ことは切らないといけないと。常勤職には勤

勉手当というのはあったとしても非常勤の議

員には、それらもう外さないけないと。こう

いうことを含めて町の姿勢を聞いとかないと

いけないので、今尋ねております。再度伺い

ますけど、いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 町長からも申し上げ

たところですが、改定しない市町というとこ

ろと、いわゆる改定するところ、確かに改定

しない市町もたくさんございます。しかし改

定しないところは、今回太子町の場合改定し

て、実は4.4カ月ということになります。

4.4月になるんですが、既にもう4.4月に達し

てるからといいますか、現状ではもう、太子

町がまだ今低い状態でございまして、先ほど

も総務部長なり町長から申し上げましたよう

に、平成９年と平成17年のストップの、スト

ップといいますか、勧告をやむを得ず受けな

いという状況の中で、少ない月数になってお

ります。したがいまして、今回人勧を受け

て、人勧をしない市町に追いつく、あるいは

まだそれより多いところの、実は現在でもも

う4.45月分のところも、実はございます。そ

ういった状況でございますので、いろいろ総

務常任委員会でしたか経済建設常任委員会か

忘れましたが、水道料金のところでもご意見

いただきましたので、悩んで悩んだ末の今回

の上程ということに至っておりますので、ご

理解を賜りますようお願いいたしたいと思い

ます。 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

○副町長（八幡儀則） 議員の皆さんも特別

職は、いわゆるこの特別職のこれと準用する
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ということになっておりますので、全く同じ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ、こういうときに

は議員さんすぐにそうおっしゃいます。しか

し、これはやはり議員さんの中でまたご検討

をお願いしたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議案となっています議案第57号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第57号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第５８号 太子町教育 

        委員会教育長の給与等に関 

        する条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第13、議案第58号

太子町教育委員会教育長の給与等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第58号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第58号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第５９号 太子町国民 

        健康保険税条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第14、議案第59号

太子町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月６日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この国保の65歳以上が後期

高齢者との絡みで特別徴収化されるというこ

とでありますが、具体に言いまして、対象者

ですね、の数、それから該当する者の数、世

帯、それと、これから国民健康保険っていう

のは特に、先ほどの補正予算じゃないですけ

れども、いわゆるメタボを中心とした予防事

業等を行っていかないけないわけですけれど

も、これらのことで国保の税とは直接はかか

わりませんけれども、今後の取り組みをあわ

せて説明を求めておきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 国保の特別対象

者数ということでございますが、平成20年４

月１日現在で、この世帯内の国民健康被保険

者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯数と

いうのは901人でございます。 

（桜井公晴議員「人か世帯か」の声あ

り） 

 人です。901人でございます。901人、人で

ございますが、世帯主数が901人でございま

す、世帯主数。その中で、世帯主を含む加入

者といたしましては1,420人ということにな
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っております。 

 そして、特別徴収となる被保険者数につき

ましては、現時点で対象となる年金額、遺族

年金とか障害年金というのが、これは税務課

の方での把握はもう困難でございます。した

がいまして、全体的な不明というのは、今の

ところ把握ができてないということでござい

ます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 俗に言います

予防のメタボ対策というお尋ねでございます

が、現在法律に基づきますところの特定健康

診査等実施計画の策定を急いでおるところで

ございまして、国の示す目標値があるわけで

すが、それらを照準に合わせて、具体にどう

いった方法をとっていくか。 

 当然中身につきましては、ご承知のとおり

健診の実施とそれに伴いますところの保健指

導になってくるわけですけれども、細部につ

きましては、まだ今現在作成中というところ

でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今、先ほど総務部長が説明

したような、年金の実態が整理ができるとい

うたらいつごろになるんかいね。それやっぱ

り、いずれにしても単身世帯、それで納税義

務者、それで国保には擬制世帯っていうよう

なことが現実はありますわね。今度からそれ

が変わりますわね。納税責任はこれまでは家

族の中でも中心をなす者に擬制世帯主として

納税義務者が決まってましたでしょ。だから

それと、これからは一人ひとりが年金の受給

者が納税義務者になると。国保も65歳以上は

そうなるということになるんですから、それ

ぞれの年金の種別によっても違うし、それで

さらに後期高齢者になりますと、年間18万円

以上についてはこういうことをやろうと、こ

ういうことになるわけですから、対象となる

世帯をしっかりつかんでおらないと、ほんま

にその人たち困るんでしょ。これ国保も困る

んですよ、実際はもうこういう。そりゃ徴収

する側は年金から取るんやさかいになんやけ

ども、そうでない者はもう大変なんですよ。

だから、どういう者が実際対象になってくる

かというのは、これ今そう分からんでも委員

会ではきちっと説明しといてもらえますか

な。そういう種別に基づいて、どれが対象に

なってこうなっていくかというのを。よろし

いか。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 先ほど遺族年金

や障害年金は未把握ということを言いました

が、介護保険料との合算等ができておりませ

んので不明でございますが、年金保険者から

の年金情報につきましては、12月10日に通知

予定で、その後国保資格者の確認、そして

20年度仮徴収額の算定、介護保険料との合算

等の作業がございます。そのために、当該者

数の把握におきましては、平成20年２月中旬

以降になれば確認ができるということでござ

います。 

 そして、今現在世帯主数901人と申し上げ

ましたが、その中で後期高齢者に移行する人

数としましては102名ございます。それと世

帯主を含む加入者1,420人につきましては、

そのうち167人が後期高齢者に移行するとい

うのが現状での把握でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第59号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第59号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 
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 お諮りします。 

 12月12日から12月20日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。ご異議は

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、12月12日から12月20日まで本会

議を休会することに決定いたしました。 

 次の本会議は12月21日午前10時から開催し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後２時55分） 

 

 


